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令和５年 第４回定例会

予算決算常任委員会記録（第１号）

午前１０時００分 開会
令和５年12月12日（火曜日）

午後２時０８分 散会

───────────────────────────────────────────────
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市 民 課 長 尾 坂 毅 福 祉 総 務 課 長 秋 田 美 織
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障 が い 福 祉 課 長 成 田 亜 弘 生 活 福 祉 課 長 佐々木 順 一

介 護 福 祉 課 長 齊 藤 隆 之 こ ど も 家 庭 課 長 蒔 苗 元

国 保 年 金 課 長 葛 西 正 樹 健 康 増 進 課 長 山 内 恒

農 政 課 長 澁 谷 明 伸 農 村 整 備 課 長 柳 田 尚 美

商 工 労 政 課 長 福 士 智 広 観 光 課 長 早 坂 謙 丞

土 木 課 長 工 藤 昭 仁 道 路 維 持 課 長 柴 田 義 博
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上下水道部総務課長 中 村 洋 幸 学 務 健 康 課 長 相 馬 隆 範

───────────────────────────────────────────────

○出席事務局職員

事 務 局 長 佐 藤 記 一 次 長 堀 子 義 人

主 幹 兼 議 事 係 長 蝦 名 良 平 総 括 主 査 成 田 敏 教

主 査 附 田 準 悦 主 事 外 﨑 容 史

主 事 田 村 宣 樹

───────────────────────────────────────────────

午前１０時００分 開会

──────────────────────

◎委員長（佐藤 哲委員） これより、予算決算

常任委員会を開会いたします。

ただいまの出席委員は27名で、定足数に達して

おります。よって、直ちに会議を開きます。

本定例会において、予算決算常任委員会に付託

された議案は、議案第76号から第78号まで、第80

号、第82号及び第141号から第146号までの以上11

件であります。

なお、審査に先立ち委員の方にお願いいたしま

す。質疑される方は、質疑する款項目かページを

申し添えて御質疑願います。

本日は一括、質疑は３回までです。

答弁される理事者の方へお願いいたします。答

弁する際は、職名を添えて大きな声で委員長に発

言を求めていただきます。また、時間の関係もあ

りますので、答弁は要領よく簡潔に願います。

まず、議案第76号令和５年度弘前市一般会計補

正予算(第８号)を審査に供します。

本案に対する理事者の趣旨説明を求めます。

◎財務部長（奈良 道明） 議案第76号令和５年

度弘前市一般会計補正予算(第８号)について御説

明いたします。

その内容は、歳入歳出予算の総額に17億3739万

1000円を追加し、補正後の額を862億1201万6000

円とするほか、繰越明許費、債務負担行為及び地

方債の補正をしようとするものであります。

繰越明許費の補正は、人事給与管理システム改

修業務委託料などに係る追加14件であります。

債務負担行為の補正は、城北公園交通広場指定

管理料などに係る追加45件及び令和６年度弘前さ

くらまつり開催に係る経費の変更１件でありま

す。

地方債の補正は、東部学校給食センター整備事

業費に係る変更１件であります。

それでは、歳出予算について御説明いたします

ので、15ページを御覧ください。

２款総務費１項総務管理費１目一般管理費の

3373万7000円は、公務災害補償費を追加するほ

か、人事給与管理システム改修業務委託料及っｋ

び自治体情報システムの標準化に係るＦｉｔ＆Ｇ
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ａｐ業務委託料を計上するものであります。

３目財産管理費の3090万1000円は、弘前駅前地

区再開発ビル維持管理負担金及び本庁舎に係る光

熱費を追加するものであります。

５目支所及び出張所費の213万1000円は、岩木

庁舎に係る燃料費及び光熱費を追加するものであ

ります。

６目車両管理費の55万4000円は、公用車に係る

燃料費を追加するものであります。

８目コミュニティ施設費の312万7000円は、地

区交流センターなどに係る燃料費及び光熱費を追

加するものであります。

11目諸費の５億7571万4000円は、過年度に実施

した事業費の確定に伴う国県支出金等返還金を追

加するものであります。

16ページを御覧ください。

２項徴税費１目課税費の826万7000円は、個人

住民税システム改修業務委託料を追加するもので

ります。

３項１目戸籍住民基本台帳費の2854万5000円

は、戸籍システム改修業務委託料を追加するほ

か、住民記録システム改修業務委託料を計上する

ものであります。

３款民生費１項社会福祉費１目社会福祉総務費

の284万4000円は、国民健康保険特別会計操出金

を追加するものであります。

17ページにかけての２目心身障害者福祉費の

６億804万6000円は、障害福祉システム改修業務

委託料を計上するほか、成年後見制度利用支援事

業助成金などの福祉サービスに関する給付費を追

加するものであります。

３目老人福祉費の2402万3000円は、老人保護措

置費及び介護保険特別会計繰出金を追加するもの

であります。

４目社会福祉施設費の70万8000円は、燃料費及

び光熱費に係る弥生荘指定管理料を追加するもの

であります。

６目後期高齢者医療費の4477万2000円は、後期

高齢者医療療養給付費負担金を追加するものであ

ります。

２項児童福祉費１目児童福祉総務費の7888万

2000円は、地域子育て支援センター事業業務委託

料などを追加するものであります。

18ページにかけての２目児童運営費の１億

4953万7000円は、保育所運営費などを追加するも

のであります。

３目保育所費の869万3000円は、こども家庭セ

ンター設置に係る改修工事及び備品購入費を計上

するものであります。

４目児童福祉施設費の23万円は、光熱費に係る

弥生学園指定管理料を追加するものであります。

４款衛生費１項保健衛生費９目斎場費の814万

4000円は、燃料費及び光熱費を追加するものであ

ります。

２項清掃費２目じん芥処理費の231万9000円

は、埋立処分場に係る光熱費を追加するものであ

ります。

19ページを御覧ください。

５款労働費１項労働諸費１目労政費の580万円

は、東京圏ＵＪＩターン就職等支援金を追加する

ものであります。

６款農林水産業費１項農業費３目農業振興費の

185万円は、雇用就農促進支援事業費補助金を追

加するものであります。

６目農地費の63万5000円は、農業水利施設管理

電力価格高騰緊急対策支援金を計上するものであ

ります。

７款１項商工費３目観光費の９万1000円は、宿

泊税検討委員会の設置に係る運営費を計上するも

のであります。

６目観光施設費の350万5000円は、追手門広場

に係る燃料費及び光熱費を追加するものでありま
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す。

20ページを御覧ください。

２項公園費２目弘前公園管理費の30万円は、光

熱費を追加するものであります。

10款教育費２項小学校費１目学校管理費の

3410万5000円及び３項中学校費１目学校管理費の

1672万円は、燃料費及び光熱費を追加するもので

あります。

21ページを御覧ください。

４項社会教育費１目社会教育総務費の692万

5000円は、総合学習センターなどに係る光熱費を

追加するものであります。

３目公民館費の474万3000円は、地区公民館な

どに係る燃料費及び光熱費を追加するものであり

ます。

４目図書館費の585万5000円は、追手門広場に

係る燃料費及び光熱費を追加するものでありま

す。

５目博物館費の565万2000円は、高岡の森弘前

藩歴史館に係る光熱費を追加するものでありま

す。

６目文化会館費の367万7000円は、岩木文化セ

ンターに係る燃料費及び光熱費を追加するもので

あります。

８目市民会館費の1401万8000円は、光熱費を追

加するものであります。

10目美術館費の259万6000円は、れんが倉庫美

術館に係る光熱費を追加するものであります。

５項保健体育費４目学校給食総務費の1974万

5000円は、東部学校給食センター調理室系統外調

機更新工事を計上するものであります。

次に、歳入予算について御説明いたしますの

で、10ページにお戻り願います。

歳出予算に対応する特定財源として、14款分担

金及び負担金、16款国庫支出金、17款県支出金、

20款繰入金のうち、まちづくり振興基金繰入金、

地域経済活性化基金繰入金、弘前公園お城とさく

ら基金繰入金及び23款市債をそれぞれ計上すると

ともに、一般財源として12款地方交付税を追加す

るほか、20款繰入金のうち財政調整基金繰入金の

追加１億5114万1000円をもって全体予算の調整を

図るものであります。

以上であります。

◎委員長（佐藤 哲委員） 本案に対し、御質疑

ありませんか。

◎１６番（木村 隆洋委員） ２点お伺いいたし

たいと思います。

17ページ、３款２項２目児童運営費で、保育所

運営費追加6760万円、あとプラス、認定こども園

等給付費追加4388万円が計上されております。結

構大きな額だと思うのですが、今回計上に至った

経緯についてお伺いいたします。

続きまして、19ページ、５款１項１目、労働費

のところ、東京圏ＵＪＩターン就職等支援金追加

580万円について、今回この補正が必要になった

経緯についてお伺いいたします。

◎こども家庭課長（蒔苗 元） 保育所運営費及

び認定こども園等給付費についてお答えいたしま

す。

こちらのほうは、いずれも国の基準に基づき、

保育を必要とする児童や幼児期の学校教育におけ

る経費につきまして、保育所や幼稚園、認定こど

も園へ給付費の支給を行っているというものでご

ざいます。

保育所運営費の補正額としましては、総額で

6760万6000円となっておりまして、内訳は国が

4417万3000円、県が1889万9000円、市が453万

4000円となってございます。

同じく、認定こども園等給付費の補正額につき

ましてですけれども、総額は4388万5000円、内訳

としましては、国のほうが1549万7000円、県が20

97万9000円、市のほうが740万9000円となってご
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ざいます。こちらのほうの補正の経緯ということ

ですけれども、まず、利用数が減少したというこ

とがありまして、保育所の運営費につきまして

は、今年度の当初の見込利用児童数を、当初は２

万7072人としておりました。今年度に入りまし

て、利用状況を踏まえて精査したところ、２万

5186人と、当初より1,886人下回るということに

なったものでございます。

続いて、次に国の定める給付単価につきまして

ですけれども、令和４年４月から、この給付単価

が国のほうで0.9％分減少するということになっ

てございまして、それに基づきまして、当初予算

もこの減少分で見込んでおったところです。その

後、国において、こちらの給付単価を今度は2.1

％分増加するということに基づきまして、それに

基づいてまた精査し直したところ、今年度の給付

単価の平均なのですけれども、保育所のほうでい

けば8,112円増額ということになったため、総額

で6760万6000円の増額補正としたことになりま

す。

先ほど申し上げました見込みの利用児童数の減

少の影響額というところ、運営費から見ると、非

常に細かい計算方式になるので、おおよその数字

ということになるのですけれども、運営費から見

ると、約１億7670万円ほど利用の児童数の減少に

伴って減額が発生するという形になります。た

だ、一方、給付単価の、先ほど申し上げました改

正の影響額では、逆に約２億4330万円ほど増額と

いうことになって、結果として、運営費が差引き

で増額になるという形になるものでございます。

同じように、認定こども園等給付費につきまし

ても、今年度の利用見込みの児童数を、当初は３

万4471人としておりましたが、利用状況を踏まえ

たところ、３万2577人と、当初より1,894人下回

るということになったものです。こちらのほうも

給付単価のほうは、保育所の運営費と同様の理由

に基づき精査し直したところ、平均単価が

7,829円増額するということになって、総額で438

8万5000円の増額補正ということになります。同

じように、利用児童数の見込みの減少のほうを給

付費に置き換えてみますと、約２億890万円の減

額となって、給付単価の改正の影響と比べると、

約２億5280万円が増となるということで、結果と

して、こちらのほうも給付費を追加ということに

なるものでございます。

◎商工労政課長（福士 智広） 東京圏ＵＪＩ

ターン就職等支援金580万円の補正が必要となっ

た経緯でございます。

令和５年第３回定例会におきまして、660万円

を補正いたしましたが、その時点で想定した積算

額を上回る相談がありまして、予算額に不足を生

じる見込みとなったため、今回補正するものでご

ざいます。

◎１６番（木村 隆洋委員） 東京圏ＵＪＩター

ン就職等支援金について再質疑いたします。

この事業そのものの今年度の当初予算がたしか

520万円というふうに認識しております。今、課

長からもお話がありました、前回の定例会で660

万円の補正をして、今回の第４回定例会において

も580万円を補正するということで、非常に交付

額が増加している、ある意味、当初予算よりも３

倍以上増額しているような感じなのですが、この

増額している要因というのをどのように捉えてい

るのか。また、交付対象者も増えていると思いま

すので、それも併せてお伺いいたします。

◎商工労政課長（福士 智広） 今年度、交付対

象者、それから交付金額が増加している要因でご

ざいますが、移住者によりまして、移住の理由や

タイミングが異なるため一概には言えませんが、

令和元年度から実施している本支援制度が認知さ

れてきたということや、コロナ禍を経まして、企

業の働き方が多様化してきたことにより、テレ
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ワークによる移住者も増加しているということ

と、それから本年８月１日より、就職・就業等に

よる申請につきましては、移住後３か月の経過を

待たずに申請可能とする制度の変更があったこと

などによりまして、交付対象者及び交付金額が増

加したものと考えております。

そのほか、18歳未満の子供と一緒に移住した場

合の子供１人当たりの加算額が、令和５年度中の

移住者では、30万円から100万円に増額されたこ

とによりまして、１世帯当たりの交付金額自体が

増加したことも要因となったものと考えておりま

す。

◎１６番（木村 隆洋委員） 非常に事業として

認知されている、当初予算よりも３倍以上の額に

なっているということで、非常に効果が、コロナ

の影響もあったのでしょうけれども、それが逆

に、幸いして、いい効果も出てきているのかなと

いうふうに思っております。

最後に、これだけ増えている中で、これまで申

請した方の業種、どういった方が申請しているの

か、最後にお伺いいたします。

◎商工労政課長（福士 智広） これまで申請さ

れた方の業種につきましてですけれども、令和元

年度から令和５年11月末までの申請は24件という

ことになっておりますが、業種の内訳は、情報通

信業が７件、卸売・小売業が６件、飲食業が３

件、製造業、サービス業、建設業がそれぞれ２

件、宿泊業、農業が各１件ということで、様々な

業種に及んでおります。

◎１番（須藤 江利加委員） 私からは３項目に

ついて質疑したいと思います。

まず一つが、15ページの２款１項11目22節にご

ざいます国県支出金等返還金追加についてなので

すけれども、こちらの事業について事前に資料要

求させていただきまして、内容の詳細を確認しま

した。特別障害者手当等給付費国庫負担金という

ものが中にございました。この資料の中で三つ手

当が存在しまして、特別障害者手当、障害児福祉

手当、経過的福祉手当と３種類の手当の返還金が

ございました。これの内容、それぞれの手当はど

のような方が対象になっているのか、まずお答え

いただきたいと思います。

二つ目が17ページにございます。３款２項１目

18節にございます障がい児保育事業費補助金追加

についてなのですけれども、こちらについては、

当初の予算、実績及び対象児童の増加が多分見ら

れたので増えたことだと思うのですけれども、こ

れについての市の見解について伺いたいと思いま

す。

三つ目が18ページの３款２項２目の母子生活支

援施設入所措置費に関することなのですけれど

も、こちらはＤＶとか、その辺の類いでいろいろ

と対応しているところかなとは思ったのですが、

こちらの当初予算の内容について、まずお答えい

ただきたいと思います。お願いします。

◎障がい福祉課長（成田 亜弘） ただいまの特

別障害者手当等給付費国庫負担金の概要について

御説明申し上げます。

特別障害者手当等給付費は、特別障害者手当、

障害児福祉手当、経過的福祉手当に係る給付費で

あります。各手当の給付要件でございますが、特

別障害者手当及び障害児福祉手当につきまして

は、精神または身体に著しく重度の障がいを有す

るため、日常生活において常時特別の介護を必要

とする状態にある在宅の20歳以上の障がい者及び

精神または身体に重度の障がいを有するため、日

常生活において常時の介護を必要とする状態にあ

る在宅の20歳未満の障がい児が対象となっており

ます。また、経過的福祉手当につきましては、昭

和61年４月から障害基礎年金及び特別障害者手当

の創設に伴いまして、重度障がい者に対して支給

されておりました福祉手当が廃止となったことか
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ら、従来の福祉手当受給者のうち、特別障害者手

当の支給要件に該当せず、かつ障害基礎年金の支

給対象害の方に対しまして、経過的措置として支

給されてるものでございます。

◎こども家庭課長（蒔苗 元） それでは、まず

障がい児保育事業の追加について申し上げます。

障がい児保育事業は、集団保育が可能である心

身に障がいのある児童を保育所などで受け入れ

て、処遇の向上を図ることを目的に、要件に該当

する障がい児を受け入れる施設に対して、実施に

要する保育所の加配に必要な人件費の一部を補助

しているというものでございまして、今般、対象

の児童数、あと実施施設につきまして、当初予算

を上回るということになったものから事業費を増

額計上したというものでございます。

内容につきましてですけれども、当初予算で

は、当初22施設を予定していたところ、６施設多

くなりまして、合計28施設で実施するということ

が見込まれるほか、対象の児童数は、年度当初で

は59名を見込んでおりましたところ、今般、42名

ほど増えるという見通しが立って、全体で101名

となる見込みでこれらに対応する増額分を計上し

たというものです。

この対象児童の増加というところにつきまして

ですけれども、保育所等で新たに障がい児の新規

の入所というものが大きく増えているわけではな

くて、既に在園している子供が、いわゆる発達障

がいの診断を受けるとか、あとは障がいの福祉

サービスの受給者証の交付を受けるといったこと

によって事業の対象となる障がい児、児童が該当

することが多くなったというケースがかなりの割

合を占めているという状況になってございます。

続いて、母子生活支援施設入所措置費につきま

してお答えいたします。こちらのほうの当初予算

の内容でございますけれども、母子生活支援施設

は母子世帯を対象とした入所型の児童福祉施設と

いうものでございまして、ＤＶ、いわゆるドメス

ティックバイオレンス等により、保護が必要な母

子を入所させるとともに、自立促進のための生活

支援を行うことを目的としてございまして、こち

らの事業費は市内に住所を有する母子がほかの自

治体の施設へ入所による保護を実施した場合にか

かる費用について、市が措置費として負担してい

るというものでございます。

当初予算においては、ほかの自治体の母子生活

支援施設に１世帯入所していた実績から必要な事

業費として300万円を計上してございましたけれ

ども、今年の３月に新たに１世帯の入所が必要と

なったことから、この措置に係る追加の事業費と

して112万6000円を計上したというものでござい

ます。

◎１番（須藤 江利加委員） そうしましたら、

二つ目の質疑に行きます。

15ページの２款１項11目のところで再質疑なの

ですけれども、先ほどの内容で、具体的にどうい

う方が対象かはよく分かったのですけれども、利

用見込数または実際の利用実績というのがどのく

らいになっているのかというのをちょっと具体的

に聞きたいと思います。

あと17ページの３款２項１目の障がい児等々の

部分についてなのですけれども、今の話を聞い

て、かなりの数が増えている、もともと入ってい

る方かもしれませんけれども、59人から110人は

結構な数だと思うわけなのですが、こういった部

分について、事業の今後に対する市の考えという

のも伺いたいと思います。

三つ目が18ページの３款２項２目の母子生活支

援施設のところなのですけれども、聞いたのです

けれども、もっと具体的に、この事業でどういう

ふうな支援を行っているのかということをちょっ

と伺いたいと思います。お願いします。

◎障がい福祉課長（成田 亜弘） 利用見込みで
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ございますけれども、特別障害者手当、障害児福

祉手当、経過的福祉手当、三つの手当を合わせま

して、見込みの延べ受給者数が5,100人を見込ん

でございました。実績としましては、結果的に延

べ受給者数は5,086人となってございます。

◎こども家庭課長（蒔苗 元） まず、障がい児

保育の今後につきましてですけれども、こちらの

ほうの事業につきまして、昨年度に補助を受けた

25施設があるのですけれども、そちらの約半数の

11の施設において、補助金額、こちらの障がい児

保育に係る保育士の人件費の７割以下という状況

ということが分かってございます。

当該事業は、全額市の単独の補助事業となって

ございまして、その財源につきましては地方財政

措置という形が講じられる中にありまして、国に

おきましては、対象児童のほうの増加という動き

を踏まえまして、市への拡充が行われているとこ

ろでございます。

また、本年６月に国が策定しましたこども未来

戦略方針におきましても、障がい児の支援とし

て、安心して暮らすことができる地域づくりを進

めるということで支援体制の整備を促進するとい

うことが記されたところであります。

市といたしましても、一層の支援の必要性は認

識しているところでありまして、こちらの事業の

充実に向けて、今後検討してまいりたいと考えて

ございます。

続いて、母子生活支援施設につきまして、具体

的な支援ということなのですけれども、こちらの

ほうは、保護の実施につきましては国の法に基づ

きまして、母子の住所地を所管する福祉事務所で

支援を行うということになってございまして、具

体的には市外の施設に入所した母子に対しては、

我々の職場の婦人相談員という専門職がございま

して、そちらの相談員などが直接施設に赴いて、

対面での訪問面接を行うとか、あとはオンライン

での面接や電話での助言や指導等を行うほか、入

所している施設と協力しながら、現地でのいわゆ

る福祉サービスのほうの利用調整などを行うなど

しながら、当該母子の自立支援に向けた支援を

行っているという形になります。

◎１番（須藤 江利加委員） ありがとうござい

ます。

最後に一つだけ、18ページの３款２項２目の、

今最後にお話を頂いた母子生活支援施設の部分に

ついて、件数とか内容について、具体的に先ほど

も聞いたところではあるのですけれども、改めて

今年の相談件数の状況と、あと、この施設の部分

というのはすごく大事な部分だと思いました。デ

リケートな問題でもありますし、セーフティー

ネットみたいな形で、困っている人が頼りにする

ところだと思うのですけれども、事業の今後につ

いて、何かあれば教えていただきたいと思いま

す。お願いします。

◎こども家庭課長（蒔苗 元） 今年度の相談件

数の状況ということですけれども、本年４月から

９月までに受けた、いわゆる婦人の相談という整

理をしていましたところ、こちらのほうは延べで

98件となってございまして、前年の同期は82件と

なってございまして、こちらに比べて約19％ほど

増えているのかなというところです。

今年度は、新たに入所に至ったケースというの

はないのですけれども、この母子保護の支援策の

一つとして、昨年の４月に当市と弘前市旅館ホテ

ル組合とＤＶ被害者の緊急一時保護のための宿泊

施設の利用に関する協定というものを締結してご

ざいまして、こちらに基づいて一時的にホテルへ

避難させたケースが１件あったところで、こうし

た形で関係機関と連携を図りながら支援を行って

いるという状況がございます。

今後なのですけれども、こうした形で市のほう

では、引き続き相談支援体制の強化を図りながら



－ 437 －

充実を図っていきたいなと思ってございまして、

今回のケースでＤＶ被害から免れたい母子が、経

済的な自立が困難だというところとか、あとはい

わゆる加害者からの追跡などによる恐怖心から離

れた場所で生活を再建させていく必要があるな

ど、こうした支援の入所が適切であると判断した

場合は、引き続きこの支援策の一つとして、こう

したところを活用していきたいなと思ってござい

ます。

市といたしましては、引き続き、支援の体制の

強化を継続しながら、一人一人の状況に寄り添っ

て、きめ細かい支援に取り組んでまいりたいと考

えてございます。

◎７番（竹内 博之委員） 私からは二つ、

ちょっと聞きます。

まず、９ページのさくらまつりの債務負担行為

の補正、増額の部分です。今回5000万円から

8400万円に、3400万円増額しているのですけれど

も、その算出の根拠というか、何に3400万円を充

てられるのかということを一つ。

あと、これまでの例において、債務負担行為を

補正してさくらまつりの開催に向けて準備したこ

とというのはケースとしてあるのかというのも確

認をさせてください。

もう一つは、15ページの２款１項３目の需用

費。これは多分、財務部になると思います。部長

の説明の中で、光熱費とか燃料費が高騰して、そ

の追加だというお話がございました。これは財源

の内訳を見ると、今のところ一般財源になってい

るのですけれども、総務省とかのほうでも、そう

いう自治体の公共施設については、光熱費の高騰

とかに対して支援があるというようなことだと理

解しているのですが、今の段階で一般財源ですけ

れども、基本的にそういう燃料とか光熱費の高騰

に対しての財源というのは、最終的に国等の支援

があるという理解でよろしいか。その点について

も伺います。

◎観光課長（早坂 謙丞） 今回の増額内訳3400

万円ですけれども、早咲きに対応してまつり準備

を早める必要があることから、主な内容といたし

ましては、放送設備の設置・撤去管理の業務委託

ですとか、それから清掃業務委託ですとか、それ

から看板・テント等の借り上げ料といたしまして

計上しているものでございます。主に本部の設営

に係る放送設備ですとか、出店設営に係る業務、

清掃、それから園内の安全安心確保のための業務

を中心に追加をしているものでございます。

それから、これまでもこういったケースがある

のかということでございますが、令和４年12月の

補正におきまして、5000万円から7500万円という

ことで債務負担の補正をしたことはございます。

これはコロナ対策経費として追加したところでご

ざいます。

◎財政課長（堀川 慎一） 光熱費、あと燃料費

の高騰分ということですけれども、こちらは地方

交付税の措置があるものでございます。あと、特

別交付の関係、財源措置が……普通交付税と特別

交付税の措置があるものと考えております。

◎７番（竹内 博之委員） 今の、まずさくらま

つりの補正から行くと、基本的に値上げ、いろい

ろなもの、物価が上がっているということに対す

る対応という理解でいいのですか。私の感覚だ

と、何か新しい取組をやるための準備でもあるの

かなと思っていたので、その点について最後確認

をさせてください。

もう一つ、ごめんなさい、財務部にもう１個だ

け。今の話だと基本的に交付税の措置があるとい

うことなのですけれども、値上がりした分、例え

ば500万円で想定したものが700万円になれば200

万円値上がりした分の、その実費を基本的に負担

してくれるという理解でいいのかをちょっと最後

に確認します。
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◎観光課長（早坂 謙丞） あくまで今回の増額

した分については値上げではございませんで、早

咲きに対応し、まつり準備を早めるのに必要な経

費ということで計上しております。

◎財政課長（堀川 慎一） 実費かどうかという

ことなのですが、ちょっと今資料が手持ちにない

ので、後ほど。

◎７番（竹内 博之委員） ちょっと今、実費か

どうかという確認は、例えば概算なものなのかと

か、それこそエネルギー効率が悪いものがあれ

ば、結局その分、市で負担が増えるのかというこ

とをちょっと確認したかったので、そうなるとエ

ネルギー効率がいいものを使ったほうがいいとい

う話になると思ったので、その点は後で確認させ

てもらえればいいので、委員長のほうでお願いし

ます。

◎委員長（佐藤 哲委員） 分かりました、後ほ

どということで。

◎４番（三浦 行委員） 私からは、２項目質疑

します。

19ページ、６款１項６目農業水利施設管理電力

価格高騰緊急対策事業についてです。市内に農業

水利施設はどのようなものがありますか。また、

電気料金の高騰は続きそうですが、今後はどうな

りますか。お伺いします。

次に21ページ、10款５項４目、東部学校給食セ

ンター調理室系統外調機更新工事についてです。

調理室の空調設備の不具合について、現在、空調

は使えているのか。状況と工事の概要をお伺いし

ます。また、財源についてもお知らせください。

◎農村整備課長（柳田 尚美） 農業水利施設管

理電力価格高騰緊急対策事業について御説明しま

す。

まず、農業水利施設とはどういうものがあるの

かということでございますけれども、農業水利施

設は農業用水を確保する営農機能のほか、地域水

源の涵養や地域排水などの公益的な役割を担うも

ので、農業用水を川から引いたり、洪水による農

業被害を防ぐためのダムとかため池とか、あと、

用水路、排水路などがありますが、このほか電力

を要するものとして、主に揚水機場、排水機場、

頭首工などで、これらのうち大型ポンプなどを備

えるものについては電力量が多くなりますので、

価格高騰の影響を受けるということでございま

す。

それから、今後ということでありますけれど

も、現在のこの措置というのは、国の電力・ガ

ス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金を活用

しているものであります。この交付金は５年度ま

でのものということでありますので、６年度につ

いてはいまだ何ら情報はないというところでござ

いますけれども、こうした物価高騰対策について

は、近年、継続して延長されているところがござ

いますので、今後の動向を、国の動向を注視して

まいりたいと思っております。

◎学務健康課長（相馬 隆範） 東部学校給食セ

ンターの御質疑にお答えいたします。

まず、工事概要についてでございます。東部学

校給食センター調理室系統外調機は、調理室内の

冷暖房に係る空調設備でございます。この外調機

が経年劣化により内部の熱交換器に不具合が生じ

ているため、交換工事を行うものであります。

続いて、現在の状況についてです。本外調機の

不具合が生じた箇所は、熱交換器のうち、冷房に

関係する冷水コイルであります。夏場は不具合箇

所に応急処置を施し稼働させておりましたが、現

在は冷房を使用しておりませんので、不具合箇所

の影響を受けることなく稼働している状況でござ

います。

最後に、財源についてでございます。工事費

1974万5000円のうち、75％に当たる1480万円につ

きましては、学校教育施設等整備事業債を活用す
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ることとしており、残りの494万5000円は一般財

源での対応となります。

◎４番（三浦 行委員） 要望を申し上げます。

農業水利施設の電気料金ですが、全部の項目の光

熱費ですが、県や国に対してこれからも電気料金

支援を求めていただきたいと要望します。

◎１７番（千葉 浩規委員） 私からは、システ

ム改修に関わって４項目質疑させていただきま

す。

一つは、２款１項１目、15ページの人事給与管

理システム改修業務委託料についてです。委託さ

れる業務、委託先、財源、勤勉手当支給までのお

およそのスケジュールについて答弁をお願いしま

す。

同じく、２款１項１目、15ページの自治体情報

システムの標準化に係るＦｉｔ＆Ｇａｐ業務委託

料についてです。こちらも委託される業務の内

容、委託先、財源、そして今回の業務に関わって

のスケジュールについて答弁をお願いします。

三つ目は、２款３項１目、16ページの住民記録

システム改修業務委託料についてです。委託され

る業務の概要、委託先、財源、効果、今回提案さ

れた背景について答弁をお願いします。

四つ目は、同じく２款３項１目の16ページ、戸

籍システム改修業務委託料追加についてです。委

託される業務の概要、委託先、財源、あとは効果

や提案された背景について答弁をお願いします。

◎人事課長（福士 太郎） まず、私のほうから

人事給与管理システム改修業務委託料のほうにつ

いてお答えいたします。

委託される業務内容、委託先、財源、勤勉手当

のスケジュールということでございますが、今

般、令和４年４月１日施行となります改正地方公

務員法において、会計年度任用職員のほうへも勤

勉手当を支給することができるとなったことか

ら、当市においても、次年度に支給のほうを予定

しております。それに伴いまして、今回、システ

ムのほうの改修の必要性があるということから、

現在、職員の給与の支給に使っております人事給

与管理システムのほうに、今回の勤勉手当、会計

年度任用職員へ支給するという機能がないことか

ら、支給要件の判定であったり、実際の支給額の

計算であったりとか、そういったものをシステム

のほうに追加する必要があるということで今回対

応するものであります。

委託先につきましては、ただいまお話ししまし

た、現在、正職員、会計年度任用職員の給与支給

に使用しておりますシステムがＮＥＣ――日本電

気株式会社青森支店と契約して、当該業者のもの

を使っておりますので、そちらのほうに随意契約

によりお願いする予定としております。

財源につきましては、国からの交付税等の地方

財政措置はございませんので、全額一般財源での

対応となります。

支給までのおよそのスケジュールでございます

が、システム改修関係で、ただいま御審議いただ

いて議決いただきましたら、直ちに契約のほうを

年明け１月に行いまして、実際の改修作業。あと

は令和６年６月の勤勉手当支給に向けてというこ

とで本稼働を予定しておりますので、それを逆算

しまして、試験運転、実際の６月の支給に向けて

ということで、今回、明許繰越で上げさせていた

だいておりましたので、スケジュールとしては令

和６年６月分支給に合わせて、順次行っていきた

いと考えております。

◎情報システム課長（羽場 隆文） 私からは、

自治体情報システムの標準化に係るＦｉｔ＆Ｇａ

ｐの業務委託料についてお答えいたします。

まず、業務内容につきましては、国において主

要な基幹系の20業務を、令和７年度末までに自治

体情報システムの標準化を行うこととしておりま

して、その対応のため、システムの移行作業を行
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う必要があります。そのため、国が示した仕様に

基づく標準準拠システムというものと、現在利用

しているシステムとの比較分析、Ｆｉｔ＆Ｇａｐ

というのですけれども、これを行って、標準準拠

システムで対応していない業務について運用の検

討を行っていくことが必要であることから、本業

務の実施を行うものであります。

委託先ですけれども、現在利用しております基

幹系システムの同業事業者、弘前地区電算共同化

クラウドサービス事業対応コンソーシアムと契約

というふうな予定になります。

それから、財源ですけれども、国の定めた標準

準拠システムへの移行作業に対しまして、上限は

ありますけれども、デジタル基盤改革支援基金に

よります10分の10の補助率で対応することになり

ます。今回の業務につきましては、全額この補助

金で対応することとなります。

最後、スケジュールですけれども、本事業の補

正予算が可決され次第、速やかに契約を行いまし

て、本年度３月31日までの作業を行うこととして

おります。

◎市民課長（尾坂 毅） 私のほうからは、住民

記録システム改修業務委託料と戸籍システム改修

業務委託料の概要等についてお答えさせていただ

きます。

まず、住民記録システム改修業務委託料につい

てですが、この業務の概要は、住民基本台帳に振

り仮名を追加するための機能の整備をするため

に、住民記録システムの改修を行うというもので

ございます。

次に背景ですが、住民基本台帳法の改正内容を

含むマイナンバー法等の一部を改正する法律が令

和５年６月９日に公布されまして、今後マイナン

バーカードの海外利用の開始が予定されているこ

とに伴いまして、カードに氏名をローマ字表記で

きるようにするために、住民基本台帳に戸籍簿に

記載された氏名の振り仮名を記載することが必須

となったということによるものでございます。

委託先は、当市の住民記録システムを管理運営

している日本電気株式会社青森支店を予定してご

ざいます。

財源ですが、国の補助金の社会保障税番号制度

システム整備費補助金を予定してございまして、

補助率は10分の10となってございます。この補助

金ですが、団体規模に基づく想定事業費が設定さ

れておりまして、不足分は一般財源となります

が、今後、国の予算の執行状況によりまして、想

定事業費が変更となる場合があるとの通知が届い

てございます。

効果ですが、当業務委託によりまして、システ

ム改修を行うことで、今後マイナンバーカードに

氏名をローマ字表記できるようになります。カー

ドが海外においても身分証明書として機能するよ

うになることから、国民の利便性向上が図られる

というふうに考えてございます。

それから、戸籍システム改修業務委託料でござ

いますが、こちらの業務の概要につきましては、

戸籍及び戸籍の附票それぞれに氏名の振り仮名を

追加するための機能の整備をするために戸籍シス

テムの改修を行うというものでございます。

背景につきましては、先ほど住民基本台帳法の

ときに述べたように、戸籍法の改正内容を含むマ

イナンバー法の一部を改正する法律が令和５年６

月９日に公布されまして、今後、戸籍及び戸籍の

附票への氏名の振り仮名記載が必須となることに

よって、今改正するというものでございます。

委託先としましては、当市の戸籍システムを管

理運営している株式会社日立システムズ北東北支

店を予定してございます。

財源についてですが、先ほどの住民記録システ

ムと同様に、国の補助金の社会保障税番号制度シ

ステム整備費補助金を予定してございまして、こ
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ちらのほうは、戸籍分については法務省から、戸

籍の附票分については総務省からの補助となって

ございます。補助率は、戸籍分も戸籍の附票分も

10分の10でございまして、当事業についても上限

額が明示されておりますので、上限額全額を一応

活用しまして、不足分は一般財源となるものでご

ざいます。

効果ですが、当事業委託によりまして、システ

ム改修が完了しまして、戸籍法の一部改正に定め

られた氏名の振り仮名記載に対応できるというこ

とで、氏名の振り仮名が公的に認証されまして、

今後のデジタル社会において、本人確認事項とし

ていろいろなサービスに利用することができると

いうものでございます。

◎１７番（千葉 浩規委員） 人事給与管理シス

テム改修についてなのですけれども、私もいろい

ろ調べたのですが、条例の改定の提案がないよう

な気がするのですけれども、それで、なぜこのシ

ステム改修を急ぐのかということについて答弁を

お願いします。

二つ目は自治体情報システムの標準化について

の業務委託料ですが、自治体情報システムの標準

化全体の中で、今回のＦｉｔ＆Ｇａｐ業務の位置

について答弁をお願いします。

三つ目は戸籍システム改修業務委託料追加につ

いてですけれども、仮名をこの戸籍に掲載する業

務だということなのですが、これの業務全体のス

ケジュールについて答弁をお願いします。

◎人事課長（福士 太郎） まず、一つ目の人事

給与管理システムのほうですけれども、なぜシス

テム改修を急ぐ必要があるのかということでお答

えいたします。

先ほど、冒頭の答弁で、私は、令和６年４月１

日施行ということで、地方公務員法と発言したよ

うですので、地方自治法の誤りでして、そこは訂

正いたしますので、申し訳ありませんでした。

国のほうからは、期末手当と勤勉手当のいずれ

も支給することが基本となるというふうに示され

ていることから、県内、県をはじめ、多くの自治

体が令和６年度から勤勉手当を支給するというふ

うな取扱いと伺っております。当市におきまして

も、令和６年６月からの支給ということで、実際

の支給に要する費用と、あと関係する関連議案に

ついては、令和６年第１回定例会にて、改めて皆

様に御審議いただく予定としております。

一方、システムのほう、先ほどスケジュールの

ほうでもお話ししましたけれども、１月に契約し

た後に、実際のシステムのほうの改修作業のほう

に２か月ほど、３か月ほど見込んでおりまして、

明許繰越によりテスト、本番環境への準備という

ことで、逆算するとどうしても今の時点で対応し

ておきたいなということで、委員おっしゃるとお

り、必要な条例の改正、実際の支給のやつ、あと

はシステムのというので、一度にということでお

諮りできればよろしいのですけれども、今言った

ような事情で、こちらのほうは先行して対応する

ということで御理解いただきたいということで

す。

◎情報システム課長（羽場 隆文） 標準化作業

の全体の中でＦｉｔ＆Ｇａｐの業務はどのような

位置なのかということについてお答えいたしま

す。

国が示す自治体システム標準化・共通化に係る

手順書というものがありまして、その中でシステ

ム移行作業は全体で17ステップの計画になってお

ります。今回のＦｉｔ＆Ｇａｐの業務は、そのう

ちの３ステップ目になっております。

◎市民課長（尾坂 毅） 私のほうからは戸籍シ

ステムの改修の今後のスケジュールということに

ついてお答えいたします。

こちらのシステム改修につきましては、国の補

助金の交付決定後、契約手続を進めまして、令和
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６年度中に改修を終える予定となってございま

す。

振り仮名記載のほうのスケジュールにつきまし

ては、現時点では法律の施行日の国からの通知が

まだ来ておりませんので決まっておりませんが、

施行日から１年間が振り仮名の届出期間となって

ございますので、戸籍システムの改修が終了した

後、令和７年度から令和８年度にかけて、振り仮

名の届出業務と入力業務を行うことになるものと

見込んでございます。

◎１７番（千葉 浩規委員） 人事給与管理シス

テム改修、私は理解しました。間違いなく支給で

きるように頑張っていただきたいというふうに思

います。

続きまして、自治体情報システムの標準化に係

る業務委託料についてですけれども、令和７年度

末ということで、17ステップある中で、やっと第

３ステップということで、あと２年間で膨大な作

業が待っていると。実は全国紙にそれに関わって

の記事が載ったのですが、全国紙で25年末以降、

３割の自治体が困難だと。人材も不足している

と。費用も高額になって、お金が足りなくなるか

もしれないというふうな報道がなされておりまし

た。

そこで、令和７年度までにかなりの業務がある

と思うのですが、この期限というのは守らなけれ

ばならないものなのかということと、あとは自治

体情報システムの標準化に係る経費は、今後全部

国が持ってくれるというふうに考えていいのか、

答弁をお願いします。

二つ目は戸籍システムの改修についてですけれ

ども、こちらも令和７年度から８年度にかけて、

仮名を戸籍に掲載させなければならないというこ

とで、先ほどお話ししましたクラウドの問題と、

こちらも全部７年度に集中してくるということ

で、本当に私はうまくいくのだろうかなというふ

うに心配しているところなのですが、戸籍の記載

の方法というのはどのような形で進めるのかな

と。一人一人手で入力するのでしょうか。弘前市

内だけ見ても膨大な量だと思うのですが、それを

１年や２年で、弘前市だけではなくて全国一斉に

やろうという、すごく大変なものだなというふう

に思うのですが、その辺はどうなのでしょうか、

答弁をお願いします。

◎情報システム課長（羽場 隆文） まず、期限

を守らなければならないのか、７年度末で終えな

ければいけないのかについてお答えいたします。

国の地方公共団体情報システム標準化基本方針

というものがありまして、その中において、令和

７年度末までにシステム移行ができる環境整備を

することが目標とされております。その中で、あ

と国による経費の支援期限にもなっておりますの

で、令和７年度末までにシステムの移行を終える

必要があるものと考えております。

あと、今後も経費は国が持つのかということで

すけれども、令和７年度末までにシステム移行を

終える場合、経費については、上限はあります

が、10分の10の補助率で補助が見込まれておりま

して、先月の29日、国において成立した令和５年

度補正予算においても、デジタル基盤改革支援基

金の積み増しも行っておりますので、今後も国か

らの補助があるものと考えております。

◎市民課長（尾坂 毅） 戸籍への振り仮名の記

載の方法ですとか、手動で入力するのかという御

質疑でございますが、現在のところ、氏名の振り

仮名、記載に係る届出方法や戸籍システムへの入

力方法などについては法務省にて検討中というこ

とで、具体的にはまだ示されてございません。で

すので、今後、入力方法のほかに実施の手順など

も示される予定となってございますので、国から

の通知を確認しながら、しっかりと対応してまい

りたいと考えてございます。
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◎１９番（外崎 勝康委員） 私のほうは確認で

す。需用費に関して、全体のお話になりますけれ

ども、需用費の光熱費に関して、全体でどのくら

いあるのか。そして、その財源の内訳をちょっと

お知らせください。

◎財政課長（堀川 慎一） ちょっと資料を探す

ので……失礼しました。

需用費の内訳ということですけれども、全体で

１億3624万4000円ありますけれども、その内訳と

して、電気料が6036万7000円、燃料費が5571万

7000円、あとガスが1922万2000円、あとは指定管

理料の電気の部分で46万1000円、燃料費が47万

7000円となってございます。

◎１９番（外崎 勝康委員） 先ほど竹内委員か

らもちょっとお話があったのですけれども、最終

的に市としての負担額というのはどのくらいを今

考えているのかなと思います。

◎委員長（佐藤 哲委員） 外崎委員、もう１

回。

◎１９番（外崎 勝康委員） 今一般財源と、例

えば内訳にしても特定財源があると思うのです

が、その一般財源の金額が何ぼで、最終的には市

として一般財源、このくらいまでは市として負担

しなければ駄目だと。例えば、一般財源が１億円

だったら、最終的には３割は市として負担してい

くだろうという、そういったことが分かればお知

らせくださいということです。

◎財政課長（堀川 慎一） 今の光熱費の関係で

全体が１億3624万4000円、一部基金の取崩しとか

を見ていまして、それが特定財源でして、289万

6000円、それ以外の１億3334万8000円は全て一般

財源となって、財政調整基金の取崩しで対応して

おります。

◎１２番（齋藤 豪委員） 15ページです。２款

１項３目18節、弘前駅前地区再開発ビル維持管理

負担金追加について。

確認の意味も込めて、これはどこのビルでしょ

うか。このビルの今の利用状況というのがどう

なっているのか教えてください。

◎管財課長（工藤 浩） ビルにつきましてはヒ

ロロ――駅前地区再開発ビルでございます。利用

状況につきましては、申し訳ございません。今、

手元に資料ございませんでお答えできない状況で

ありました。

◎１２番（齋藤 豪委員） 利用状況、もし、後

ほどでも頂けたら下さい。

今、追加の予算が講じられようとしております

けれども、追加前の予算と、どういう理由で追加

に至ったのかお知らせください。

◎管財課長（工藤 浩） 追加の補正予算の内訳

でございますけれども、主なものといたしまして

は光熱水費の増額ということで、電気料とガス料

金等の増額によるものでございます。

◎１２番（齋藤 豪委員） そうなってくれば、

どういうふうに使って、その光熱水費が増額に至

るのかというところが重要になってくるのですけ

れども、分かりますか。

あと、もう一つ、追加前の予算は幾ら、負担金

として当初予算で出していたのか。今回、これが

新たに追加になったのかというところをお知らせ

ください。

◎管財課長（工藤 浩） 補正前の負担金の金額

でございますけれども、5772万5000円となってお

りまして、今回の補正で996万6000円追加いたし

まして、補正後の金額が6769万1000円となるもの

でございます。

増額の理由ということでございますけれども、

電気料、それからガス料、光熱水費の増額が理由

でございます。

◎１２番（齋藤 豪委員） 電気料がそんなに高

いということで解釈してよろしいですか。建物全

部の電気料を弘前市で追加で負担するというよう
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な解釈になろうかと思いますけれども、お知らせ

ください。

◎管財課長（工藤 浩） 増額になる分につきま

しては、全体のヒロロの電気料につきまして、再

開発ビル管理組合というところで全体の分を負担

することになるのですが、その内訳といたしまし

ては、マイタウンひろさきと弘前市での負担とい

うことになってございます。割合といたしまして

は、弘前市分が全体の約２割を負担する形となっ

ております。

◎委員長（佐藤 哲委員） 齋藤委員、３回。そ

れ、取りまとめて。

◎１２番（齋藤 豪委員） 今、持ち合わせてい

ないということで、後ほど資料を頂けますか。よ

ろしくお願いします。

◎１０番（成田 大介委員） すみません、今、

齋藤委員からの質疑で、私もちょっと聞きたいこ

とができたのですけれども、20ページ、10款２項

１目及び10款３項１目、これは小学校費、中学校

費の需用費ということなのですけれども、これは

当然、高騰の折のそういう光熱費に充てられるの

でしょうけれども、各小学校、中学校への配分と

いうのはどのようになっているのか、ひとつお聞

かせください。

◎学務健康課長（相馬 隆範） 各学校への配分

の質疑でございます。

毎年、年度初めに前年度の実績に応じて、その

年度の予算の範囲内において、各学校に予算を配

分しているところでございます。

◎１０番（成田 大介委員） これは追加の分な

ので、その割合に合わせてということなのです

か。これは、ちなみに、例えば光熱費が増額した

負担分を補助としてというか、そうやってやるの

か、あるいはそういう中の学校の施設の大きさで

あったり、児童生徒の多さであったりというとこ

ろでの割合というのか、そういうのは何かあるの

でしょうか。

◎学務健康課長（相馬 隆範） 今後の支出見込

みを各学校で立てまして、それに応じて予算を追

加で配分するものでございます。

◎２２番（松橋 武史委員） 私からは、21ペー

ジ、10款５項４目の学校給食総務費についてであ

ります。

先ほど、この更新工事については経年劣化と、

経年劣化による更新事業というふうな説明があり

ました。経年劣化することは想定できなかったの

かどうか。それをまずお答えいただきたい。

この外調機の使用年数、何年使ったのか。そし

てまた、耐用年数。この外調機は何年使えるので

すというメーカーからの指定というか、教えがあ

ると思うのです。それを超えていたのかどうか。

それと、安全に使用できるかどうかの点検作業

はどのように行っていたのか。月に１回なのか、

３か月に１回なのか。誰がどのように行っている

のか。お答えをいただきたいと思います。

◎学務健康課長（相馬 隆範） この外調機につ

きましては、給食センターの平成11年の稼働以

来、そのときから使用しているものですので、約

24年ほど経過しているものでございます。耐用年

数につきましては、15年ということになってござ

います。

通常の管理についてですけれども、夏から冬に

変わるときに、冬場は暖房ということで温水を流

しておりますけれども、夏場ということで冷水に

切り替える際に業者の方に点検をしていただいて

いるものでございます。

経年劣化を想定できたかどうかということにつ

いてでございますけれども、先ほど申し上げまし

たとおり24年経過ということで、耐用年数よりも

大きく年数が経過してございます。先ほど申し上

げましたとおり、夏から冬、冬から夏という切替

えの際に、試運転を行うときに業者の方に見てい
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ただいて、業者の方からその都度、状態について

は報告を受けてございました。今回の件について

は、ちょっと予測できない故障ということで、今

回補正予算を計上したものでございます。

◎２２番（松橋 武史委員） 15年使用できます

よという、メーカー保証なのでしょうか。それを

24年、９年余りも多い年月を使用して、今回につ

いては事故を想定できなかったと、故障は想定で

きなかったと、これは納得できないというか、安

全管理がしっかりできているのか心配になるお話

であります。たまたま子供たちの給食提供に支障

がなかった箇所だから大きな問題にはなりません

でしたけれども、故障の原因は経年劣化でしょう

けれども、今後、担当課としてこういった故障し

てから更新するということではなく、しっかり耐

用年数等々を考えながら、子供たちの給食の提供

に悪影響がない、支障がないようにするために計

画的に更新事業を行っていただきたい。いかがで

しょうか。

◎学務健康課長（相馬 隆範） 給食センターの

中には、今回のような設備のほか、様々な厨房機

器、設備がございます。委員おっしゃったよう

に、不具合が生じたときには給食が提供できない

ということにもなりますので、日頃から点検をし

て、計画的に更新するように努めてまいります。

◎管財課長（工藤 浩） 先ほど、齋藤委員から

の御質疑で、ヒロロスクエアの利用実績という御

質疑に対してお答えしたいと思います。

令和４年度の利用実績ということになりますけ

れども、ヒロロスクエア、大きく四つのエリアに

分かれてございます。子育てエリア、健康エリ

ア、交流エリア、行政エリア。この中の子育てエ

リア、駅前こどもの広場ですとかこども絵本の

森、子育て世代包括支援センター等で年間10万

9720人の利用者となっております。健康エリア、

こちらが健康広場ですとか高齢者健康トレーニン

グ教室の利用者として３万1185人。そして、交流

エリア――市民文化交流館、ホールや会議室の利

用者ということになりますけれども、年間で10万

5200人。そして、行政エリア、こちらが総合行政

窓口ですとか市民生活センター、就労支援セン

ター、市民参画センター等が含まれております

が、８万8642人。４エリア合計で33万4747人と

なってございます。

◎委員長（佐藤 哲委員） ほかに御質疑ありま

せんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（佐藤 哲委員） 質疑なしと認め、こ

れをもって質疑を終結いたします。

討論に入ります。

本案に対し、御意見ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（佐藤 哲委員） 意見なしと認め、こ

れをもって討論を終結いたします。

採決いたします。

本案は、原案のとおり決するに御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（佐藤 哲委員） 御異議なしと認めま

す。

よって、本案は原案のとおり可決いたしまし

た。

──────────────────────

◎委員長（佐藤 哲委員） 次に、議案第77号令

和５年度弘前市国民健康保険特別会計補正予算

(第２号)を審査に供します。

本案に対する理事者の趣旨説明を求めます。

◎健康こども部長（佐伯 尚幸） 議案第77号令

和５年度弘前市国民健康保険特別会計補正予算

(第２号)について御説明申し上げます。

国１ページをお開き願います。

この補正予算は、歳入歳出予算の総額に２億
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6009万円を追加し、補正後の額を187億3998万

4000円としようとするものであります。

歳出予算から御説明申し上げますので、国７

ページをお開き願います。

１款２項１目賦課徴収費の284万4000円の追加

は、産前産後期間保険料軽減措置システム改修業

務委託料を計上するものであります。

２款２項１目一般被保険者高額療養費の２億円

の追加は、一般被保険者高額療養費を計上するも

のであります。

７款１項５目償還金の5724万6000円の追加は、

国庫支出金等精算返還金を計上するものでありま

す。

次に、歳入予算について御説明申し上げますの

で、国６ページにお戻り願います。

４款１項１目保険給付費等交付金の２億円は、

歳出の一般被保険者高額療養費の財源として、普

通交付金を追加計上するものであります。

６款１項１目一般会計繰入金の284万4000円

は、歳出の賦課徴収費の財源として、職員給与費

等繰入金を追加計上するものであります。

６款２項１目財政調整基金繰入金の2531万

9000円は、歳出の償還金の財源として、財政調整

基金繰入金を追加計上するものであります。

７款２項７目雑入の3192万7000円は、子供医療

費分等返還金を追加計上するものであります。

説明は以上であります。

◎委員長（佐藤 哲委員） 本案に対し、御質疑

ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（佐藤 哲委員） 質疑なしと認め、こ

れをもって質疑を終結いたします。

討論に入ります。

本案に対し、御意見ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（佐藤 哲委員） 意見なしと認め、こ

れをもって討論を終結いたします。

採決いたします。

本案は、原案のとおり決するに御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（佐藤 哲委員） 御異議なしと認めま

す。

よって、本案は原案のとおり可決いたしまし

た。

──────────────────────

◎委員長（佐藤 哲委員） 次に、議案第78号令

和５年度弘前市介護保険特別会計補正予算(第４

号)を審査に供します。

本案に対する理事者の趣旨説明を求めます。

◎福祉部長（秋元 哲） 議案第78号令和５年度

弘前市介護保険特別会計補正予算(第４号)につい

て御説明申し上げます。

介１ページを御覧願います。

この補正予算は、歳入歳出予算の総額に8214万

2000円を追加し、補正後の額を222億5673万円に

しようとするものであります。

歳出予算から御説明申し上げますので、介９

ページを御覧願います。

１款１項総務管理費の929万円の追加は、介護

保険事務処理システム改修業務委託料を新たに計

上するものであります。

２款１項保険給付費の7012万4000円の追加は、

高額介護サービス費等を追加計上するものであり

ます。

介10ページを御覧願います。

３款１項地域支援事業費の272万8000円の追加

は、成年後見制度利用支援事業助成金を追加計上

するものであります。

次に、歳入予算について御説明申し上げますの

で、介６ページにお戻り願います。

１款保険料の1496万8000円の追加は、第１号被
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保険者保険料を追加計上するものであります。

３款１項国庫負担金の1402万5000円の追加は、

歳出の保険給付費に係る介護給付費負担金を追加

計上するものであります。

介７ページをお開き願います。

４款支払基金交付金の1518万9000円の追加は、

歳出の保険給付費に係る介護給付費交付金を追加

計上するものであります。

２項国庫補助金の1098万9000円の追加は、歳出

の保険給付費等に係る普通調整交付金等を追加及

び介護保険事業費補助金を新たに計上するもので

あります。

介７ページを御覧願います。

４款支払基金交付金の1893万3000円の追加は、

歳出の保険給付費に係る介護給付費交付金を追加

計上するものであります。

５款１項県負担金の876万6000円の追加は、歳

出の保険給付費に係る介護給付費負担金を追加計

上するものであります。

２項県補助金の52万5000円の追加は、歳出の地

域支援事業に係る包括的支援事業・任意事業交付

金を追加計上するものであります。

７款繰入金の1393万6000円の追加は、歳出の総

務費等に係る一般会計からの繰入金を追加計上す

るものであります。

説明は以上であります。

◎委員長（佐藤 哲委員） 本案に対し、御質疑

ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（佐藤 哲委員） 質疑なしと認め、こ

れをもって質疑を終結いたします。

討論に入ります。

本案に対し、御意見ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（佐藤 哲委員） 意見なしと認め、こ

れをもって討論を終結いたします。

採決いたします。

本案は、原案のとおり決するに御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（佐藤 哲委員） 御異議なしと認めま

す。

よって、本案は原案のとおり可決いたしまし

た。

──────────────────────

◎委員長（佐藤 哲委員） 次に、議案第80号令

和５年度弘前市水道事業会計補正予算(第４号)を

審査に供します。

本案に対する理事者の趣旨説明を求めます。

◎上下水道部長（小野 敦弘） 議案第80号令和

５年度弘前市水道事業会計補正予算(第４号)につ

いて御説明申し上げます。

今回の補正は、収益的収入及び支出の予定額を

改め、あわせて早期発注する予定の工事について

債務負担行為を設定しようとするものでありま

す。

水１ページをお開き願います。

第２条、収益的収入及び支出のうち、収入では

消費税及び地方消費税還付金158万2000円を追加

し、収入の合計を42億9348万1000円に改め、支出

では委託料1740万4000円を追加し、支出の合計を

37億4419万9000円に改めようとするものでありま

す。

水２ページをお開き願います。

第３条は、早期発注する予定の工事について、

地方自治法第214条の規定に基づき、債務負担行

為を加えようとするものであります。

そのほか、水３ページから水10ページは、実施

計画など、水11ページから水12ページにかけて

は、会計に関する書類における注記を添付してご

ざいますので、御参照くださるようお願いいたし

ます。
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説明は以上です。

◎委員長（佐藤 哲委員） 本案に対し、御質疑

ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（佐藤 哲委員） 質疑なしと認め、こ

れをもって質疑を終結いたします。

討論に入ります。

本案に対し、御意見ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（佐藤 哲委員） 意見なしと認め、こ

れをもって討論を終結いたします。

採決いたします。

本案は、原案のとおり決するに御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（佐藤 哲委員） 御異議なしと認めま

す。

よって、本案は原案のとおり可決いたしまし

た。

──────────────────────

◎委員長（佐藤 哲委員） 次に、議案第82号令

和５年度弘前市下水道事業会計補正予算(第４号)

を審査に供します。

本案に対する理事者の趣旨説明を求めます。

◎上下水道部長（小野 敦弘） 議案第82号令和

５年度弘前市下水道事業会計補正予算(第４号)に

ついて御説明申し上げます。

今回の補正は、収益支出の予定額を改め、あわ

せて早期発注する予定の工事について債務負担行

為を設定しようとするものであります。

下１ページをお開き願います。

第２条、収益的収入及び支出のうち、支出では

過年度損益修正損4492万3000円を追加し、支出の

合計を53億4023万3000円に改めようとするもので

あります。

第３条は、早期発注する予定の工事について、

地方自治法第214条の規定に基づき債務負担行為

を加えようとするものであります。

そのほか、下２ページから９ページは実施計画

など、下10ページから下13ページにかけては、会

計に関する書類における注記を添付してございま

すので、御参照くださるようお願いいたします。

説明は以上であります。

◎委員長（佐藤 哲委員） 本案に対し、御質疑

ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（佐藤 哲委員） 質疑なしと認め、こ

れをもって質疑を終結いたします。

討論に入ります。

本案に対し、御意見ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（佐藤 哲委員） 意見なしと認め、こ

れをもって討論を終結いたします。

採決いたします。

本案は、原案のとおり決するに御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（佐藤 哲委員） 御異議なしと認めま

す。

よって、本案は原案のとおり可決いたしまし

た。

──────────────────────

◎委員長（佐藤 哲委員） 次に、議案第141号

令和５年度弘前市一般会計補正予算(第９号)を審

査に供します。

本案に対する理事者の趣旨説明を求めます。

◎財務部長（奈良 道明） 議案第141号令和５

年度弘前市一般会計補正予算(第９号)について御

説明いたします。

その内容は、歳入歳出予算の総額に３億4275万

4000円を追加し、補正後の額を865億5477万円と

しようとするものであります。
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それでは、歳出予算について御説明いたしま

す。

初めに、人件費につきましては、各款にわたり

計上しておりますことから、全体をまとめた形で

御説明申し上げます。

給料に係る補正につきましては、職員の新陳代

謝、給与改定等により2030万円を追加するもので

あります。

職員手当等につきましては、時間外勤務手当や

退職手当などの追加と、通勤手当などの減額を合

わせて２億3940万6000円を追加するものでありま

す。

共済費は、1682万7000円を追加するものであり

ます。

また、特別会計、企業会計の人件費の整理によ

り、特別会計への繰出金、企業会計への補助金を

調整し、合わせて2506万2000円を追加するもので

あります。

このほか、会計年度任用職員等に係る報酬等を

整理した結果、人件費合計で３億576万5000円を

追加するものであります。

次に、人件費以外の補正について御説明いたし

ますので、21ページを御覧ください。

８款土木費４項都市計画費６目交通政策費の

3698万9000円は、弘南鉄道安全輸送設備整備等特

別対策事業費補助金を計上するものであります。

次に、歳入予算について御説明いたしますの

で、５ページにお戻り願います。

歳出予算に対応する特定財源として、22款諸収

入を計上するほか、20款財政調整基金繰入金の追

加３億4254万3000円をもって全体予算の調整を図

るものであります。

以上であります。

◎委員長（佐藤 哲委員） 本案に対し、御質疑

ありませんか。

◎１３番（蛯名 正樹委員） 私からは、21ペー

ジ、８款１項６目18節の弘南鉄道安全輸送設備整

備等特別対策事業費補助金について、何点かお伺

いいたします。

まず、今年８月、弘南鉄道大鰐線で脱線事故が

発生し、その原因と、その背景について、今回の

一般質問の中で様々なやり取りがありました。理

事者と会社とのやり取りの中で、私がまだちょっ

と納得、理解し切れていない点がありますので、

その点について確認させていただきます。

それは安全管理と情報開示についての弘南鉄道

の会社の姿勢でございます。鉄道事業者にとっ

て、最も優先されるべきことは、お客様の安全輸

送、安全管理であり、このことがしっかりと行わ

れているのか、そして、公共交通を担うという社

会的使命から、会社として情報開示の姿勢がある

かが一番大切なことだと思っております。

そこでお尋ねいたしますが、事故が発生して、

会社が今後も安全管理をしっかり行うということ

ができると判断した点について、市としての見解

をお伺いします。また、会社の情報開示の姿勢に

ついて、市の認識を、どういうふうに思っている

のか、その辺についてもお答えください。

◎地域交通課長（羽賀 克順） 事故後の安全管

理、今後もできるというところですけれども、現

在、弘南鉄道株式会社のほうでは、中長期計画

を、こちら令和２年度に一度策定はしているので

すが、こちらを今見直しをしております。その中

で安全対策のほう重点化していくというところを

明文化するだけではなく、定期的な訓練、また、

他の人材との交流とか、そういった技術の向上と

いったところも明記しながら進行管理していくと

いうふうに捉えております。今後それに向けて、

会社のほうでそういう姿勢が見えたときには、支

援計画のほうも見直ししていきたいなというふう

に考えています。

また、情報開示については、これまで当市のほ



－ 450 －

うからでも、何回も、再三にわたって利用者目線

で情報開示してほしい、速やかに情報開示してほ

しいというふうなことは、かなり申し上げてきま

した。それで、今回こういった経緯もありますの

で、専任の情報を担当する広報の方のほうも置く

というふうなことは伺っておりますので、今後、

そういった対応をしっかりと進行管理していきた

いと思っております。

◎１３番（蛯名 正樹委員） 会社の対応、そう

いうふうなことでやっていくということですが、

まず会社はレールの摩耗等の管理基準や測定方法

について適正に行っていたのか。あるいは理解し

ていたのか。またはその測定に際し、測定機器は

きちんと確保されていたのか。こういう事故の前

の前段のことであるとか、やはり疑問が残るの

で、今後そういうふうなことを、やはりしっかり

と確認する必要は非常にあると思います。

そこで、市の補助金を出すわけですから、市の

補助金として支出した後に実績報告等が上がって

きて、それで確認検査というか、確認をしっかり

市もやるのですよね。そこのところをお答えくだ

さい。

◎地域交通課長（羽賀 克順） 補助金のほうで

交付していくわけですので、実績報告のときに、

そういった経理の部分だけではなく、写真とか、

また、測定した修繕前、修繕後の、そういった計

測結果といったところもチェックして、補助金の

支払いのほうをやっていきたいと思っておりま

す。

◎１３番（蛯名 正樹委員） しっかりとその辺

を確認して、適正にやられていることが判断でき

たら次のステップに進むというふうなことだと思

いますので、しっかりその辺を見極めて、今後対

応していただきたいと思います。

私が副市長自体に県内の10市の副市長会議で、

群馬県の上毛線というところを、上毛電鉄を視察

したのです。そのときに、会社の社長が言ってい

た言葉が思い出されてなりません。一番大切なこ

とは安全運行であり、その手を緩めてはいけない

と。安全管理の上で、支出改善を行っていく、会

社側にその姿勢がなければ再生は失敗すると、

しっかり断言していました。ですから、その辺の

ところはしっかり見極めて、今後の対応を考えて

ください。

◎１７番（千葉 浩規委員） 私も同じく弘南鉄

道安全輸送設備整備等特別対策事業費補助金につ

いて質疑いたします。

まず、最初に私からも一つ、最初に要望という

ことでお話をさせていただきます。

ぜひ、弘南鉄道においては、情報発信をつまび

らかに、そして素早く発信していただきたいとい

うふうに思っています。例えば会見についても、

弘前市長の記者会見については動画が配信されて

いるわけだけれども、やはり弘南鉄道でもこう

いった会見の場面というのをやはり動画できちん

と流していくと。新聞報道でしか私たちは知るこ

とができませんので、会見の内容もちゃんとやは

り動画で流すとか、あと、これまでの工事の様子

についても、動画を撮っていなければ画像でも市

民の皆さんにお知らせしていくということが必要

ではないかなと思います。やはり会社自らの動き

と住民との思いを共有していくという努力をぜひ

やっていただきたいというふうに思います。

そこで質疑なのですけれども、今回の補助金に

関わって、今回の事業、安全対策費とバス代行費

のそれぞれの金額。あとは今回の工事内容。あ

と、今回、自治体が負担したわけですけれども、

今回のこの負担の考え方。あと、国からの支援は

考えなかったのか。こうした負担の在り方に至っ

た経緯について答弁をお願いします。

◎地域交通課長（羽賀 克順） まず、安全対

策、バス代行費用の内訳、内容について御説明し
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ます。まず、弘南線については３か所レールの摩

耗がありまして、具体的には弘前駅、それから東

高校前駅の間、それから館田駅・平賀駅の間、そ

れから境松駅・黒石駅の間、以上３か所がレール

の摩耗の箇所でございます。

事業費といたしましては、安全対策にかかった

経費、こちらレールの振替と、あと一部、境松・

黒石駅は新品のレールに交換しておりまして、そ

の経費が2447万9000円。また、それに係るバス代

行のほうが1861万2000円。弘南線の合計といたし

ましては、4309万1000円となっております。

次に、大鰐線でございます。こちらもレールの

摩耗箇所が３か所ございまして、具体的には中央

弘前駅から弘高下駅の間で２か所。それから石川

駅から義塾高校前駅の間の高架橋のほうが１か所

でございます。こちら、安全対策にかかった経費

につきましては、レールの振替――振替というの

は内側と外側を交換するということでございま

す、すみません。これの事業費が979万7000円。

また、バス代行のほうが1750万円で、大鰐線合計

では2729万7000円。両線合わせますと、7038万80

00円です。

また、負担の考え方ですけれども、こちら、令

和３年１月に策定いたしました弘南鉄道弘南線・

大鰐線維持活性化支援計画に準じた考え方で、負

担する割合で試算しております。具体的には路線

ごと、弘南線・大鰐線ごとに事業費を算出しまし

て、２割を沿線市町村の均等割、８割を沿線市町

村の利用者数割合で案分しております。ただし弘

南線については、事業者負担を一部求めておりま

すので、これを除いた金額で案分しております。

次に、国の支援というところですが、事業者の

ほうにおきましても、国の国庫補助を活用できる

かというのは検討しておりました。具体的には東

北運輸局にも相談して、その財源が先日国会のほ

うで可決された補正予算となっております。この

補正予算を活用するとなると、今回の補正予算が

11月29日に成立しているのですが、成立後にレー

ル交換の工事が着手となるため、弘南線の全線再

開が11月７日よりさらに延期になる見込みという

ことで、今回こちらのほうを断念したところであ

ります。仮に１か月延期となった場合、補助金と

しては770万円獲得できるわけなのですけれど

も、バス代行はその分１か月延長しますので、16

20万円ほど増加することで、国庫補助のほうは断

念したという経緯はあります。

また、負担の経緯ですけれども、こちら、10

月、11月に担当課長級の会議、協議のほうを行っ

ておりまして、最終的には11月20日、圏域の市町

村長で意見交換を行って、沿線市町村で負担して

いくことを確認しております。

◎１７番（千葉 浩規委員） 今後、国や県の支

援を期待できないのかということと、今回の工事

内容で、今、事業者負担として、仮に１か月と

なった場合、補助金として770万円が得られる、

そういうのがあるということなのですが、そうす

ると今回の工事の内容で、国の補助対象になる工

事、それ以外の工事について答弁をお願いしま

す。

◎地域交通課長（羽賀 克順） まず初めに、補

助になるものと補助にならないものですが、補助

になるものについては、境松・黒石駅で新品の

レール交換を行ったものが補助対象事業になりま

す。こちら、事業費では2310万5000円。この３分

の１が770万円として本来獲得できるはずの事業

費だったということでございます。

また、前段にありました国や県のというところ

の、今後の支援というところでございますが、ま

ず県のほうでは、これまで弘南線の安全輸送対策

に係る沿線自治体の負担については、支援計画に

基づいて、沿線市町村が負担している２分の１を

県から沿線市町村に間接補助を頂いておりまし
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て、今回についても同様に県のほうに支援を求め

ていきたいと思っております。

また、国の支援については、今回、補正予算の

ほうは断念はした、事業費の観点とか早期再開の

観点とかというところで、国の補正予算のほうは

活用しなかったのですけれども、令和６年度の国

庫補助事業のほうで、今回振替した場所を来年

度、国庫補助の対応でやっていきたいというとこ

ろで、こちら、国の補助を活用したいと思ってお

ります。

◎１７番（千葉 浩規委員） ３番目の質疑内容

がもう答弁にありましたので、最後、要望だけし

ます。

今の答弁を聞くと、国の支援の対象になるの

は、弘南線の、いわゆるレールの交換のみ。それ

以外のレールの振替とか検査関係とか、バスも国

の支援対象にはなっていないと。たとえ申請して

も、およそ7000万円かかっているのですが、その

うち国からの支援が来るのは、結局770万円ぽっ

きりだということで、本当に私は国の支援という

のが少ないのではないかと。それがまた、民鉄の

そういう安全輸送対策をやはり遅らせる一つの大

きな原因になっているのではないのかなというふ

うに思います。例えば弘南線でいえばレールの交

換のみが対象だと、それも３分の１ということ

で、このルールをやはり首都圏の民鉄も地方の民

鉄も一緒くたにして処理してしまうというのは、

あまりにも乱暴ではないのかなと思います。一般

質問で三浦議員も言っておりましたけれども、人

口減ということでは、ここ東北が本当に厳しい中

にあるというわけですので、やはりそういうとこ

ろに手厚く支援をしていただきたいと思いますの

で、もう既に国には要望しているかと思います

が、強く要望していただきたいと思います。

◎委員長（佐藤 哲委員） 昼食のため、暫時休

憩いたします。

〔午前１１時５１分 休憩〕

───────────────

〔午後 １時００分 開議〕

◎委員長（佐藤 哲委員） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

◎１５番（石山 敬委員） 私も８款４項６目、

弘南鉄道安全輸送設備整備等特別対策事業費補助

金についてお伺いいたします。レール補修につい

てと代行運行バスについて、それぞれお伺いした

いと思います。

今回、レール補修、レール交換が１か所、そし

て振替が５か所ということで、先ほどの千葉委員

への答弁でもあったように、レール交換をすると

国庫補助を受けられるということなのですけれど

も、どちらも、６か所とも摩耗しているので、単

純に考えれば、全て交換したほうがいいと思うの

ですけれども。先ほどの答弁の中で時間がなくて

やむなくみたいなこともあったので、その辺を

ちょっと確認も含めて、この辺を質疑いたしま

す。

そして、代行運行バスについて、弘南線が36日

間で1860万円余り、大鰐線が67日間で1750万円と

いうことで、弘南線のほうが多く経費がかかって

おるということでございますが、この代行運行バ

スの乗客状況、そして電車運行時との乗客の比較

というのでしょうか、どうだったのか。そして、

今回臨時のバスということで、この辺の運賃、例

えば電車区間の運賃なのか、それとも正規バスの

運賃なのか、その辺についてお伺いいたします。

◎地域交通課長（羽賀 克順） まず、レールの

摩耗の対応についてでございます。先ほど５か所

を振り替えると、外側と内側を振り替えるという

ことで対応したのですけれども、こちらのほう

は、当初から弘南鉄道のほうで新品のレールに対

応する場合ということも想定しておりまして、そ

の際、レールを調達する必要があるのですけれど
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も、調達する取引先のほうに確認したら、ほぼ、

在庫が少ない状態であって、それを造るとなると

約半年間待たなければいけないということで、や

はり早期再開という観点からいくと、レールを振

り替えるということが緊急的な対応であったかな

と。ただ、境松・黒石間はレールを交換しており

まして、その分の在庫は確保できたということ

で、そちらのほうは対応したということでござい

ます。

代行バスの乗客状況ということですが、10月は

丸々１か月間、代行輸送しておりましたので、対

前年比との比較でいきますと、弘南線では対前年

比の約62％、大鰐線では対前年比の55％の利用と

いうことで、ちょっと半分近く利用が下がってい

るという状況でした。

また、運行時との比較ということですが、弘南

線のほうでは大型バスを使っておりまして、増便

するとか、あと、またそれでも足りない場合はタ

クシー輸送というところもやっておりまして、そ

ういったところもやっているのですが、やはり朝

とかは交通渋滞が激しかったり、定時制が確保で

きていなかったというところは伺っております。

また、運賃については、こちらは通常の電車の

運賃でやっておりまして、また、定期のほうに関

しては、定期を持っている方はこれまでの定期が

利用できるということでございます。

◎１５番（石山 敬委員） バスについては分か

りました。

先ほどのレール振替のところ、本当は交換した

かったのだけれども、在庫の関係で交換できな

かったということでございます。今回の予算の中

にはデータ解析についての経費も盛り込んでござ

いますが、当然この解析結果をもって補修したと

思われるのですけれども、今後、この補正予算の

以降、先ほど本当は交換したかったけれども、振

替しかできなかったレールの部分、または、今回

データ解析をして、グレーというか、今後また補

修する可能性があるレールとか、こういったもの

の新たな補修等、また、今申し上げましたように

振替したものを交換したりとか、また、新たな補

修等は考えられるのかお伺いします。

また、このデータ解析の中に、あくまでレール

のことだけだと思うのですけれども、関連して、

実はこのことが新聞等で報道されたときに、多く

の市民の方から大鰐線の鉄橋は大丈夫なのかとい

うような声をたくさん聞きました。この辺もデー

タ解析、今回の調査等で鉄橋のところを調査した

かどうかは分かりませんけれども、この鉄橋の今

の状況というのですか、点検はどうなっているの

かとか、今後、例えば修復、補強とか、そういう

老朽化したものの修繕というところの見込みにつ

いても、分かった範囲でお知らせいただければと

思います。

◎地域交通課長（羽賀 克順） まず、データ解

析によるレールのことですが、今回振替した５か

所については、来年度の国庫補助で、もう既に補

助申請をしておりまして、令和６年度の国庫補助

事業として対応していきたいと思っております。

また、今回データ解析の中で、この６か所に今

回摩耗があったのですけれども、それに限らず、

全線の摩耗の状況というのを解析までしておりま

して、その解析結果では基準値、振替した後も

チェックしまして、基準値以内であったことは確

認をしております。

あと、鉄橋については、こちら大鰐線の鉄橋は

平成30年に資産価値の調査をしておりまして、そ

の中で６か所、鉄橋の下部工と言われている橋の

下部があるのですけれども、橋脚がどうしても老

朽化しているというところで、橋台そのものはま

だ安全であったというところでございました。そ

の橋脚とか橋台の部分については、令和３年から

計画的に実施しておりまして、今年度も実施して
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いるところでございます。

◎７番（竹内 博之委員） 私も21ページの８款

４項６目の交通政策費について、弘南鉄道の質疑

をしてまいりたいと思います。

まず、公共交通の使命・役割として、ほかの委

員の皆さんもおっしゃっていますけれども、安心

安全な輸送というものが大前提であると私は考え

ております。今回の補正対応に至る経緯を見てい

くと、その大前提が揺らいでいる事態なのかなと

いうふうに考えています。その上で、活性化支援

協議会や事務レベルの皆さんの、そういった支援

協議の場において、今私が話している大前提を考

える上で、経営責任に関する議論というものは

あったのか・なかったのか。まず、この点を確認

したいと思います。

もう一つ、今回、弘前市議会だけではなくて、

ほかの市町村でも議会に諮られているわけですけ

れども、議決後の取扱いはどうなるのか。具体的

には資金移動とか、恐らく当市から会社に振り込

まれると思うのですけれども、その後、例えば会

社から支払いに充てられると思うのですけれど

も、例えば銀行に払うのかとか、業者に払うのか

とか、そういった資金の動きというものを把握し

ているのかどうか。把握しているのであれば、少

し具体的にお伺いします。

◎地域交通課長（羽賀 克順） 活性化支援協議

会という、例えばですけれども、そういった場で

経営責任について議論されているかというところ

でございますが、経営責任というふうなところで

いくと、株主総会の場が適切なのかなというふう

には思っておりまして、活性化支援協議会という

のは、やはり沿線市町村が地域の足を確保するた

めに必要な補修費とか、または利活用といったと

ころの議論をする場でございまして、これまで、

ちょっと私の記憶では経営に特化したような議論

はなかったかなと記憶はしております。

また、議決後の取扱い、費用の取扱いですけれ

ども、現在、会社のほうといたしましても、メイ

ンバンクのほうから銀行の融資、短期の融資にな

ると思うのですけれども、こちらのほうの融資を

受ける手続、調整・協議はしているかというふう

に認識をしておりまして、その融資の時期と、こ

ちらの補助金の支払いの時期が、どっちが早いか

というところはあるのでしょうけれども、もう既

に請求が来ているものがあれば、調達できたもの

から速やかに払っていくのかなというふうに思っ

ております。

◎７番（竹内 博之委員） 今まで経営責任につ

いての議論というのは、記憶の中ではないという

ことで、株主総会において、そういったことが話

されるのではないかという答弁だったと思うので

すけれども、弘前市も株主ですよね。その上で、

株主としての弘前市として、そして今この議会に

かかっている様々な支援策を講じる上での、市の

見解として、そういった経営責任に関してはどの

ように考えているかということが一つ。

もう一つ、資金の支払いについては、何に幾ら

払っているのか、もちろん私たちにも、こういう

ものに事業費として使うので、こんき予算措置が

必要ですというのは示されているのですけれど

も、実際市からお金が移ってしまえば、何に幾ら

使っているのかというのは、それは当然会社側の

会計上の話なので、その上で市として、例えば領

収証であったりとか、何に幾ら使っていたのかと

いう資金使途の確認というのは現在なされている

のか。そこも確認したいです。

◎地域交通課長（羽賀 克順） まず、株主とし

ての経営責任というところでありますので、そこ

は安全安心が大前提にありつつも、やはり利用者

獲得できるところ、やはり稼げるところは稼いで

いただきたいというところは、これまでの協議の

中というか、打合せの中でもお話はしております
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し、会社としてもなかなか実績は見えないでしょ

うけれども、そういう努力はしているものなのか

なというふうには捉えております。

また、使途、何に幾ら使ったのかの確認なので

しょうけれども、こちらのほうについては、補助

金の交付申請、実績報告のときに、何に使ったか

というふうな領収証、また、どの部分に対応した

かというふうな写真、また、そういったところも

必要な書類は受け取ることになっておりますの

で、そちらのほうで補助金の明細は確認できるの

かなというふうに思っております。

◎７番（竹内 博之委員） これは私の考えも含

めてなのですけれども、今回の補正対応に要する

事案というのは、リスクマネジメントとか、組織

マネジメントにおける経営改善が当然必要な事案

なのかなと私は思っています。具体的に、やはり

市としても、議決を経てにはなりますけれども、

経営改善に至った部分というのは、しっかりと拾

い上げていかなければいけないと思いますし、弘

南鉄道の様々な議論というのは、これまでも議会

で様々されてきました。やはり一つ気になるの

が、経営改善の部分にしても、議会の議論という

のは、会社としてしっかり全部見てもらえている

のかなという部分も不安としてはありますし、見

た・見ていないという議論をしてもなかなか前に

進みませんけれども、やはりこの議会の議論とい

うのもずっと積み重ねてやってきておりますの

で、そこは改めて私も会社も、この議会の議論と

いうものをしっかり重みを持って、経営改善に具

体的にしっかりと取り組んでいただきたいという

ことで終わります。

◎１０番（成田 大介委員） それでは、私から

も８款４項６目交通政策費について質疑いたしま

す。

今、竹内委員からも、経営改善というようなと

ころの話もあったのですけれども、私からは、当

時、脱線事故が起こって、今いろいろなレールの

補修であったり、ちょっとなかなか開通できな

かったという事情があるのは、今、るる聞いてお

りましたが、そもそも人材といいますか、弘南鉄

道の職員の方、人事といいますか、例えば整備で

あったり、あるいは運行であったり、いろいろな

部署があると思うのですけれども、その辺の人員

というのはどのように割り振られて、それは適正

なのかどうかというのが、意見があればお聞かせ

いただきたいです。

もう一つが、単純に定期券とか、そういうもの

を買っている乗客の皆さんに対しての対応はどう

しているのか。今後そういう人たちに対しては、

どういうふうなアナウンスをしていくのかという

のが分かればお聞かせいただきたいです。

◎地域交通課長（羽賀 克順） まず人材のほう

ですけれども、従業員のほうはたしか66人前後だ

というふうに思っておりました。適正かどうかと

いうふうなところは、ちょっと私の中でなかなか

評価しづらいところではあるのですが、会社とし

ては車両、電気部分、それから本社部分、線路の

補修部分とというふうな割り振りをして人材のほ

うを充てておりまして、会社のほうとしてはしっ

かりやっているものなのかなというふうには考え

ております。

あと、定期券の対応ということですが、バス代

行が始まるまでは、全線運休でありましたので、

９月25日の全線運休から10月２日に代行バス始ま

る前の１日の期間は、今ある定期券の期限を少し

延ばすというふうな対応を取っておりまして、実

質還付とかというところも、初めはやらなかった

のですけれども、やはり長期化的したときに定期

券還付の対応を求めておられましたので、定期券

の還付というところはやっていたというふうな話

は聞いております。

◎１０番（成田 大介委員） やはり、今こうい
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う状況になっていますので、たらればの話はあま

りよくないのではないかなと思っております。そ

こは人員の、職員の配置的な部分であったり、民

間だからそこまで入れないのだというようなとこ

ろもあるのかもしれないのですけれども、やはり

市としてそれほどのものをしっかり投入している

わけですから、たらればの話ではなくて、やはり

しっかりとそういうところにも、別に人事を左右

しろとまでは言いませんけれども、やはりどこに

どういう専門の方がいるのかというようなとこ

ろ。

あとは、今回たまたま――たまたまというか、

脱線事故が起きて、そういう専門的な検査という

か点検というものを改めてして、今この状況があ

ると思うのですけれども、これは最後に一つ、点

検というものは恐らく定期的にやられているので

はないかなと思うのですが、その頻度というもの

を教えてください。

◎地域交通課長（羽賀 克順） 定期点検の頻度

ですけれども、定期点検は年３回やられておりま

して、雪が降る前、それから雪が解けた後、それ

から夏の頃に法定点検という形で年３回やられて

おります。

◎１０番（成田 大介委員） ここは何とか、な

かなか人事に対して口を挟めるというのは、また

そこはすみ分けしていかなければいけないので

しょうけれども、やはりしっかりと意見するとこ

ろはしていってほしいと思いますし、実際、利用

客の方も、やはり学生さんを含めて、いろいろな

知り合いも乗っています、義塾、聖愛もいますけ

れども、やはりその辺が最初、その定期券の部分

に関してもどういうふうな扱いになるのかという

のが、しっかりとしたアナウンスがないというよ

うなところの声も聞こえているのも事実ですの

で。ただ、一つよかったのは、あれは恐らく各学

校なのかどうか分かりませんけれども、100円の

割引券の５枚つづりだか10枚つづりだかのやつ

を、開通してからは皆さんに渡されたという話は

聞いていましたので、そういう取組はいいかと思

うのですが、やはりそういうのはしっかりと乗客

に対してアナウンスしていく。そして、やはり本

当の経営の中身まではなかなか口を挟みにくいの

でしょうけれども、やはり適材適所を、どのよう

な運営をしているのかということはしっかり把握

してもらいたいなとお願い申し上げます。

◎１６番（木村 隆洋委員） 私も８款４項６

目、21ページ、弘南鉄道安全輸送設備整備等特別

対策事業費補助金についてお伺いいたします。一

般質問においても、ちょっと質問もさせていただ

いたのですが、その答弁も踏まえたところも合わ

せてちょっと質疑させていただきます。

まず初めに、弘南鉄道のレールの摩耗度の計測

の仕方についてお伺いいたします。８月６日、大

鰐線で脱線事故が発生しまして、８月23日に運転

再開をしております。その時点では、明確な事故

原因は判明していないという中で、想定されるの

がレールの摩耗だろうということでありました。

弘南鉄道が次の日、８月24日、鉄道総合研究所に

レールの摩耗の調査依頼をしております。９月７

日、８日に測定をして、９月21日に弘南鉄道が測

定した摩耗よりも、摩耗の数値に差異があった

と、鉄道総合技術研究所が測ったものに関して

は。それを21日に運輸局に相談して、測り直しを

したほうがいいということで青い森鉄道から測定

器を借りて、９月25日に運転見合せをして測定し

たと。

私自身は、そもそもの測定方法が間違っている

のではないかというお話を一般質問でもさせてい

ただきました。市の答弁は、この計測機器は他の

鉄道でも使われておりますので、測定そのものに

は間違いがないという答弁でした、最初の。た

だ、鉄道総合技術研究所に相談をして差異があっ
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て、運輸局からも指導があって、差異があると。

でも、そもそもの測定値も間違いではないという

お話だったのですが、同じ質問をさせていただい

た同日、千葉委員からも質疑があったのですが、

弘南鉄道が記者会見をやっております。我々、映

像では見れません。新聞報道によれば、弘南鉄道

の常務は、レールの形状の変化を加味せずに測定

していたと、職員の知識不足もあったと、そもそ

もの測定方法に誤りがあったというふうに新聞報

道もされております。

市は誤りはないという認識で、弘南鉄道は誤り

があったという報道等がされております。まず、

この認識の違いについてどうなのかお尋ねいたし

ます。

それと、先ほどから６か所の摩耗があったとい

うお話でありました。黒石・境松駅間、478メー

トルのレールの交換を行ったと。それ以外に関し

ては振替を行ったというお話であります。先ほど

羽賀課長の答弁で、それ以外も５か所やりたかっ

たのだけれども、レールの発注等の関係もあって

できなかったと。先ほど申し上げた12月５日の弘

南鉄道の記者会見の報道によれば、残り５か所の

レールの交換については、順次、来年度以降行う

意向を表明しております。

これまでの議論を通じて、レールの交換に関し

ては国からの補助が出る。これはちょっと推測に

なるのですが、黒石・境松駅間のレールの交換を

行ったのが478メートル、値段が約2310万円であ

ります。それ以外の振替を行った区間をトータル

すれば667メートル、正確な数字は分からないで

すけれども、恐らく3000万円程度は行くのかな

と、もうちょっと超えるのかなという推測が成り

立ちます。国からの補助が出る、３分の１の補助

が出る、２分の１は弘南鉄道に負担をしていただ

いて、それ以外は、周辺５市町村で負担をすると

いうのがこれまでの市の考え方だったように思い

ます。そうなると、この残り５か所の負担に関し

ても、同じような考えで市は負担をしていくのか

どうか。市だけではない、周辺５市町村も、この

残り５か所のレールの交換についても負担をしな

ければならないのかどうか。まず、この２点をお

伺いいたします。

◎地域交通課長（羽賀 克順） まず初めに、認

識の違いというところなのですけれども、記者会

見のほうではそのような発言はあったのですが、

私も会社のほうに確認したところ、詳しくは現在

調査中である運輸安全委員会の事故報告書におい

て、今後明らかにはなりますが、会社としてはと

いうふうな見解で申し上げておりましたので、当

市といたしましても、やはり運輸安全委員会の報

告結果で今後、明らかになるものではないかなと

いうふうに思っておりますので、今回は会社が独

自でそのような判断をしたものなのかなというふ

うに認識しております。

また、今後のレールのほうの対応ですけれど

も、残り５か所、こちらは来年度の国庫補助のほ

うで、もう補助申請をしているのですが、11月に

県、それから沿線市町村とで活性化支援協議会の

枠組みで国庫補助のほうを支援しておりまして、

そちらのほうで合意形成は取られておりまして、

来年度、５か所で約2800万円ほどの事業費を計上

して、今国のほうに申請しているところでありま

して、来年度の通常国会のほうの予算で審議され

るものかなというふうに思っております。

◎１６番（木村 隆洋委員） 今のところは、そ

の2800万円のうち、５市町村で負担があるのかど

うかというのは答弁していないので、委員長、こ

れは答弁漏れでまず、いいですか。

◎地域交通課長（羽賀 克順） 答弁漏れ、すみ

ませんでした。

来年度予算で県、それから沿線市町村で、ま

た、国のほうも入れて協調補助していきたいとい
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うところで合意形成を取っております。

◎１６番（木村 隆洋委員） やはり、また負担

額が増えていくのかなと、支援額が。我々、この

弘南鉄道弘南線・大鰐線維持活性化支援計画にお

いて、大鰐線は５か年、弘南線は10か年支援をし

ていく。額でいけば、弘南線は10か年で、国・

県、４市町村も合わせて4.4億円、大鰐線に関し

ては、国、県、２市町合わせて5.1億円の支援を

していくということになっております。弘前の負

担は、弘南線が10年で1.7億円、大鰐線が５年で

3.7億円ということになっております。

この維持活性化支援計画、先ほど課長の御答弁

でも、蛯名委員の質疑にもありましたが、その前

に前段階で基本方針があります。そこで、あくま

で弘南鉄道の中長期計画、10か年計画を基にこの

支援計画を行うと。今回、この支援計画、もとも

との維持活性化支援計画のお金の負担が半分ぐら

い行くのは、ほとんど安全運輸対策であります。

となったときに、この基本の中長期計画の土台も

崩れている、我々の維持活性化支援計画のそもそ

もの土台が今回で私は崩れたと思っています。と

なれば、もうレールの測り方が違っていたとなれ

ば、ほかも違ってくる可能性が、これから残りの

５か所、今回発見されただけではなくて、10年、

20年を維持したいときには、もっと出てくる可能

性があると思っております。

その中で、この周辺５市町村で掲げているこの

維持活性化支援計画、弘南鉄道の中長期計画で見

直すとなるのですが、この支援額というのは、ま

ず見直すとなれば額が増えると思います、どう考

えても。その想定というのを今後どのように考え

ているのか、まずお伺いいたします。

それともう１点、先ほど維持活性化支援計画で

うたわれている支援額の話をさせていただきまし

た。令和３年度から始まっている支援計画の中

で、現時点で我々弘前が、維持活性化支援計画以

外で負担しているお金が5183万円であります。弘

南線3843万円、大鰐線1340万円、これは運行継続

支援金とか、それこそ安全輸送の対策整備費とか

ということで支援しています。今回新たに我々、

約3700万円、また支援をするとなれば、この維持

活性化支援計画以外で、３年足らずで約で8800万

円の支援を弘南鉄道に、可決すれば行うことにな

ります。新たに、残り５か所のレールの部分の累

計も出てくる。これだけを税金で負担するという

ことは、弘前市民の理解を得られるとお考えなの

かお伺いいたします。それと、弘前市以外の周辺

４市町村に対しても、同様に理解を得られると考

えているのかお伺いいたします。

◎地域交通課長（羽賀 克順） まず、支援額が

今後増加する見込みではないかというところの想

定の話です。現在、会社のほうでも令和６年、７

年以降の修繕費のほうを精査しておりまして、線

路のほうはやはり前倒しに修繕していく。金額の

ほうはいまだ精査中なので、ちょっと数字のほう

は押さえていないのですけれども、やはり前倒し

していく。また、電気系統のほうもやはり老朽化

が激しくなってきているというふうなお話は聞い

ていますので、そちらのほうも前倒ししていくも

のなのかなというふうに捉えておりますので、そ

ちらのほうの精査を少ししていきたいというふう

に思っております。

また、今回支援するに当たって、市民の方から

理解が得られるのかというところでありまして、

確かに厳しい意見とかというふうなお話も聞いて

はおりますし、一方ではやはりなくてはならない

路線だというふうな話も聞いてはおります。やは

り、現時点では基本方針にのっとった、やはり重

要な社会インフラであるということと、今後の地

域活性化に求められる鉄道だというところの基本

方針の趣旨に基づいて支援するのが、やはり今は

適切なのかなと思っております。
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ただ、今後、大鰐線の令和８年度以降の在り方

を協議するに当たっては、いろいろな方々に御意

見を聞きながら、どういったことになるのかとい

うところを少し深掘りして検討していきたいとい

うふうに思っております。これは４市町村のほう

にも、そういった形で事前に説明はしておりまし

て、今回このような一定の支援をしていきましょ

うというふうなことで、一定の理解は得られてい

るものかなと思っております。

◎１６番（木村 隆洋委員） 今、課長の御答弁

で周辺４市町村の理解を得られているというお話

がありました。今回、一般質問する、今は補正予

算の審議というのに行くに当たって、周辺５市町

村、田舎館は既に可決しているというふうに伺っ

ておりますが、残りの４市町村の議員の方々の御

意見をかなり伺わせていただきました。私は、弘

前以外の周辺４市町村の議員の方々も、今回の補

修に関しては疑念を大変感じているというふうな

意見を多数伺っております。

そういう意味では、先ほど来申し上げている維

持活性化支援計画の中で、弘南線に関しては10年

で弘前市の負担が1.7億円、大鰐線に関しては５

年で3.7億円、両線合わせて5.4億円を支援する

と。債務負担行為も設定されてという形ですが。

その中であって、まだ３年もたっていないのに、

これが可決すれば約8800万円が支援される、民間

企業に対して。今の形だと、残り５か所のレール

部分に関しても、周辺５市町村でまた支援をして

いかなければいけない。これはいつまでどうなっ

て、そもそもの支援計画の在り方自体も果たして

よかったのかなと。本当にもう一度フラットに全

部つくり直さないと、これは受益者負担の観点か

らも、税金の使い方のあるべき姿として本当にい

いのかなと私は疑問に感じている部分がありま

す。これは一般質問でもお話しさせていただきま

した。

周辺４市町村の議員の方々ともお話しさせてい

ただいたときに、我々はこうやって話をするの

は、やはり税金の使い方に対して、市が支出する

ことに対してのお話しかメインでできないです。

仕方がないのですけれども、弘南鉄道と直接話が

できて、弘南鉄道がどういう考えで、本当にどう

いう意欲を持って、我々がどういう責任を持って

地域の足のために頑張るのだとか、そういう姿が

やはり見えないのです、正直な話。そういう姿

を、結構ほかの市町村の議員の方々もやはりそこ

を求めているのです。弘南鉄道がどう考えている

のか、本当にどうなのか。こういう言い方すれば

あれですけれども、５市町村が何かあればやって

くれるのではないかという姿に見えざるを得ない

状況に今の状況はなりつつあると思います。

そういう意味では、最後、要望に近いのです

が、答弁を求めますけれども、こういう、我々議

員に対しても、弘南鉄道が話をできる、説明する

場をぜひ市が中心となって設けていただきたい。

これは要望も含めて、最後お願いをして、答弁は

求めます。

◎都市整備部長（小山内 孝紀） ただいまの御

質疑につきまして、今回の事案につきまして、弘

南鉄道株式会社としても、非常に重く受け止めて

いるという状況でありますけれども、それに従っ

て、また、今後はいろいろな対策をしていただけ

るのだろうというふうに思っています。私たち弘

前市としても、やはり安全対策をしっかりとやっ

ていけるのかどうかといったところを会社にしっ

かり示していただきたいというのもございます

し、もちろん、やはり民間の企業ですので、経営

といったものは会社としてどうやっていくのかと

いうものを改めて見直ししてもらいたいというこ

とをこれまでも何度か申し上げてまいりました。

その上で、やはり市といたしましては、住民の

公共交通、市民生活の足として確保していく上
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で、必要なものであれば支援する必要があるだろ

うというふうに思っております。そういったいろ

いろな背景の中で、弘南鉄道株式会社の話を聞け

る場といったところにつきましては、議会とかの

求めに応じて、また、会社のほうともどういった

対応ができるかといったものは相談してまいりた

いと思っております。

◎２６番（工藤 光志委員） 同じく、８款４項

６目、弘南鉄道のことなのですが、大分分かって

きました。

今日午前中に松橋委員が学校の給食センターの

ことで、器具の耐用年数のことをお尋ねになりま

した。耐用年数を過ぎてからだから、ちゃんと計

画的にそれを交換していかなければならないのだ

よという話になりました。このレールもそうなの

です。今、事故が起きてからそういう対応をし

て、要するにけがをしてから今添え木をやって包

帯を巻いて補修しているみたいなもので、そうで

はなく、レールならレール、これは安全第一の一

番の基本。電車が走らなければ、何もそれはそれ

でいいのだけれども、路線ねば、はっけねわけだ

でばな。それ、一番の基本のことがまず必要なわ

けです。取替えだと思っていたら、何かと入替え

して、そのレールは金額がかからないわけだ。人

件費だけだ。人件費はほかのところに委託をして

やられたのか、一つ。

それから、近々で、新品のレールに替えたの

は、全路線の線路を替えたのはいつか。入替えし

たのはいつか。

それと、もう一つは、いろいろ補助金を出して

いるのですが、そもそもこの補助金、支援金が何

年から出してきたのか。最近で、この８年間で、

事故が起きてから８年間は支援していくと言った

けれども、５年間でどのくらい、名目ごとに教え

てください。

それから、先ほど課長がなければならないと、

絶対なくしてはならないという意見があると。そ

の方々の各駅、大鰐線、弘南線の各駅の午前、午

後の乗降客の人数を教えてください。

◎地域交通課長（羽賀 克順） 今回、６か所、

その摩耗のところを対応したときに外注しており

まして、その外注した場所は、境松・黒石駅の

レール交換のほうを外注しており、また、そのほ

かの大鰐線のほうでも、中央弘前から弘前高校下

の駅の補修のほうも外注しているところでござい

ました。

また、レールを入替えしたのはいつですかとい

うふうな御質疑だったと思うのですけれども、今

回の６か所の対象のところを事前に確認したとこ

ろ、昭和60年代前後に一度交換して、それから今

の状態に至っているというところで聞いておりま

す。

次に、補助金の名目別というところですが、大

鰐線については平成25年度に大鰐線存続戦略協議

会というのが立ち上がりまして、そこから本格的

な補助を入れているというふうなところでござい

ますが、大鰐線存続戦略協議会では、弘前市では

令和元年度に解散するまでに4120万円になってお

ります。あと、支援計画をつくるまでの間、２年

間ほど運行の赤字に対しての補助金というところ

で運行費補助金というのを補助しておりまして、

そちらのほうは２年間で、令和２年、令和３年分

で約5940万円です。次が支援計画、こちらは令和

３年度から支援計画を行っておりまして、令和３

年、令和４年で8190万円ほど支出しております。

また、新型コロナに関する利用者減少や燃料費の

高騰というふうなところの運行継続支援金という

ところで、こちらは令和３年、令和４年で340万

円、市のほうは補助しておりまして、合計で１億

8600万円ほど補助しているところでございます。

また、利用者数のほうは、すみません、ちょっ

とデータを持ち合わせておりませんので、後ほど
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御説明したいと思っております。

◎２６番（工藤 光志委員） へずねな。部長も

課長もへずねべ。この活性化計画をつくったの

が、部長が課長時代、課長が課長補佐時代につ

くって、すごく未来が明るいような計画をつくっ

たのですよね。その間、まだ計画の途中で脱線事

故が起きて、またこのような事業費を組まなけれ

ばならないという、非常に苦しい立場で、正直に

しゃべってへずねべ。んだいな、へずねわげだで

ばな。

今聞いたところ、線路を１回替えたのは昭和の

年代だと。それから何年たっちゅうわげよ。その

間、保守点検をやってきたでしょう。保守点検を

やって、都度、摩耗していれば取り替えねばまい

ねべ、とにかくお客様第一なわげだじゃな。何も

それをやらないで、測ってみたら、再度ほかのと

ころに委託したら差異があると。自分たちは間

違っていないということでやったのが、そういう

結果になってきているわげだっきゃな。いつまで

もこういう状態でやっているのであれば、市民の

同意は得られないよ。我々議員が市民の人たちに

聞かれたときにどうやって説明せばいいのか。難

しくて何も説明できないよ、これだば。

なくてはならない鉄道というのは、これは市長

の思いでもあるよね。前の市長のときに、こうい

う経営危機があって、廃線しにゃまいねんでねが

となったときに、支援するからもう少し頑張って

くれとやってきた。この事業というのは、行政と

いうのは継続性があるから、前の市長がどうのこ

うの、今の市長がどうのこうのではないのです。

ちゃんと真面目に、お客の安全安心を第一に考え

た会社でなければならないのに、ただここで、く

せがついでまっちゅんだって、１回そういうこと

をやれば。

その辺のところを、ちゃんと担当部、担当課と

しては強くしゃべねばまねんだって、これは。こ

のままいけば大鰐線だけではなくて、いずれは弘

南線もこういう状態になっていくわげよ。そこだ

け交換したからいいという問題ではねわげ。抜本

的に線路は交換しなければならないし、電車その

ものだって、あれは中古だっきゃ。へば、中古

で、あと何年乗れるのか。その電車を取り替えね

ばまねときも来るのだよ。線路の交換だって、委

託したと、へば委託はどこの会社に何ぼで委託さ

せたのか。自前でやったのか、委託だべ。へば、

人件費が入って、どこの会社でどうやったのかと

いうことを考えねばまねじゃな。

最後に、先ほど木村委員が今後の対応について

で、部長が答弁したけれども、はっきりしゃべっ

て、あと何年補助金を出して支援していけば、弘

南鉄道をこのまま存続できるのか。行政として

は、赤字の補塡はできないことになっているはず

なのに、赤字の補塡をしているのだよ、5940万

円。その辺のところをもう１回、部長が責任を

持った答弁をしてください。

◎都市整備部長（小山内 孝紀） あと何年支援

していくのかといったところでございますけれど

も、いつまで支援するのかといったことも含めま

して、令和５年度――今年度末の状況を見て、来

年度以降に協議していくわけですけれども、その

協議の結果によって、また支援が延びていくこと

もあると思いますし、支援が終わるということも

あると思います。やはり、弘南鉄道もそうです

し、路線バスもそうですけれども、なかなか運輸

事業者、輸送事業者だけの収支だけでは維持して

いけないというような状況があるというところは

同じかと思っています。ただ、バスと鉄道の違う

ところといったところも加味しながら、やはり行

政として、どういったところまで支援するのが適

切なのかといったこともしっかりと捉えながら、

検討してまいりたいと思っております。

◎２６番（工藤 光志委員） 最後にします。今
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の鉄道のことだけで議論していますけれども、バ

ス運送も代替でやったわけですよね。同じグルー

プ会社です。弘南グループの会社です。法人格は

違うけれどもグループになっている……なってい

ないのか……。

分かりました。では、別な角度から。その中で

弘南鉄道の代替路線で弘南バスを使ったというこ

とで、ほかの会社を使う選択はなかったのか。そ

の辺のところで、鉄道の運賃でバスの代替運転を

したと。その差額をバス代として弘南鉄道から支

払いをしたということなのでしょうか。その差額

はどのくらいだったのかを教えてください。

◎地域交通課長（羽賀 克順） バス会社のほう

は弘南バス以外にも手配はしておりまして、たし

か浪岡にあるバス会社だったかなというふうに記

憶はしております。そちらのほうも併せてやって

いたということで、弘南バスだけでも、やはり

ちょっと全部の対応はできなかったというところ

は聞いてはおりました。

運行委託費と運賃収入の差額については、すみ

ません、ちょっと資料をそろえておりませんでし

た。大変すみませんでした。(「後で」と呼ぶ者

あり）

◎２７番（清野 一榮委員） 今までは、いわゆ

る足のほうでずっと議論してまいりましたけれど

も、私は乗客数、利用客者数のところで、少し質

疑をしたいと思います。

まずは、利用者数を増加するための方策をどの

ように求めているか。

それともう一つ、これは私の孫のことでちょっ

と恐縮なのですけれども、東奥義塾高校前駅から

中央弘前駅までと、ＪＲ石川駅から弘前駅までの

所要時間と代金を覚えていたら教えてください。

私は知っているのですけれども。まずはそこを質

疑いたします。

◎地域交通課長（羽賀 克順） まず初めに、Ｊ

Ｒ弘前駅から石川駅ですが、約７分から８分の運

行時間かなと思っています。料金も240円だった

かなというふうに記憶しております。

あと、利用者をどのように増やしていくかとい

うところですが、現在、弘南鉄道のほうでも、や

はり沿線住民には少しでも安く乗っていただきつ

つ、観光客については少し付加価値をつけて高い

料金設定でやっていくといったところで、利用者

向けと、あと観光客向けというところで料金を２

種類設定したいというふうに検討しておりまし

て、来年度からそういったところで実現していく

ものかなというふうに考えております。

◎２７番（清野 一榮委員） 確認しますけれど

も、石川から弘南の中央駅まで240円の６分と言

いましたよね。これ、ちょっと２問に入れない

で、２回目に入れないでください。

◎地域交通課長（羽賀 克順） すみません。先

ほどの答弁、ＪＲの場合の時間と運賃でございま

した。大変失礼しました。

弘南鉄道の大鰐線の義塾から中央弘前駅までで

すけれども、340円くらい……。(「んでねんだ

ね」と呼ぶ者あり）

すみません。時間のほうは20分くらいかなとい

うふうに思っております。

◎２７番（清野 一榮委員） 今２問目な。料金

は、聞くところによりますと、ＪＲは200円だそ

うですよ。石川駅から弘前駅まで。それで弘南鉄

道は400円だそうです。それで20分くらいかか

る。倍だそうですよ。それで、利用客数を増やせ

としても無理だと思います。私の場合は、旧相馬

村ですから、どちらも選択できるわけです。そう

すれば安いところを使いますよ。大鰐線を使う

人、大鰐の沿線より使わないのです。相馬の人は

400円のに乗りませんよ。そういうことから、安

全安心の足の部分はかなり力を入れておりますけ

れども、利用客・乗客数のそこら辺を、ただ観光
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客といっても観光客が何ぼ乗るものだ。どこに行

くのですか。見るところありませんよ。そういう

ことでは、日常の利用者数を増やすという方策を

してください。方策をして、それにお金を出すの

だったら駄目ですよ。前は、コロナで乗客数が少

ないから補塡をしましたけれども、今度は利用客

数が少ないからの補塡というのは、それは我々と

しては、議会としてもそれはなかなか難しいと思

います。そこら辺の認識をしていただきたい。

先ほど木村委員もおっしゃっていましたけれど

も、田舎館村はもう可決、今日の新聞でしたか、

黒石市議会も可決しています。私の知り合いもな

して弘前は賛成すんだばというふうな、そういう

声があるというふうなことをきちんと認識してい

ただきたい。なして弘前は賛成すんのよと、わん

どだっきゃ反対だんだというふうな、そういう、

それは多数の意見ではないにしても、議員の中で

は、５市町村の中ではそういうのもあります。ま

してや、大鰐町の議員あたりは、その高い電車に

乗る必要はない、ＪＲがあるから大丈夫だという

ふうな、そういうふうな議員もいるというふうな

ことをきちんと認識していただきたい。これに対

しての認識を少しお聞かせ願いたいと思います。

◎都市整備部長（小山内 孝紀） ＪＲと弘南鉄

道大鰐線、運賃的にも倍違うとか、定期になって

くると３倍違うとか、いろいろな運賃の差額はあ

るといったところも一つ大きな違いかと思ってお

ります。ただ、駅の数で見ますと、ＪＲというの

は途中、１か所にしか止まらない、大鰐線は小ま

めに止まるということもあって、通学とか日常の

生活の上では非常に便利な部分、また、便数も多

いといった部分で便利だということで、金額的に

は高いけれども、大鰐線を選ぶという方々もい

らっしゃるということで。

ただ、やはりどちらを選ぶかというところは、

その方々の使い方もしくは求めるところによって

選択されるところだろうなとは思いますけれど

も、ただ、やはりそれだけ違いがあるといったと

ころも踏まえながら、また、通勤・通学だけでは

なく、日常利用といった点でも沿線のいろいろな

店舗とかを使っていただいて、往復で乗った際に

は帰りの運賃が100円とか、そういった日常利用

の促進などにも、我々はいろいろな取組やってお

りましたので、そういった視点も欠かさず、観光

だけに頼ることがないような形でやっていきたい

と思っております。

◎委員長（佐藤 哲委員） ほかに御質疑ござい

ませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（佐藤 哲委員） 質疑なしと認め、こ

れをもって質疑を終結いたします。

討論に入ります。

本案に対し、御意見ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（佐藤 哲委員） 意見なしと認め、こ

れをもって討論を終結いたします。

採決いたします。

本案は、原案のとおり決するに御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（佐藤 哲委員） 御異議なしと認めま

す。

よって、本案は原案のとおり可決いたしまし

た。

──────────────────────

◎委員長（佐藤 哲委員） 次に、議案第142号

令和５年度弘前市国民健康保険特別会計補正予算

(第３号)を審査に供します。

本案に対する理事者の趣旨説明を求めます。

◎健康こども部長（佐伯 尚幸） 議案第142号

令和５年度弘前市国民健康保険特別会計補正予算

(第３号)について御説明申し上げます。
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国１ページをお開き願います。

この補正予算は、歳入歳出予算の総額に1124万

3000円を追加し、補正後の額を187億5122万7000

円としようとするものであります。

歳出予算から御説明申し上げますので、国７

ページをお開き願います。

１款１項１目一般管理費の1124万3000円の追加

は、職員の新陳代謝等に伴う人件費分でありま

す。

次に、歳入予算について御説明申し上げますの

で、国６ページにお戻り願います。

６款１項１目一般会計繰入金の1124万3000円

は、歳出予算に対応する歳入予算として、一般会

計からの繰入金を追加するものであります。

説明は以上です。

◎委員長（佐藤 哲委員） 本案に対し、御質疑

ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（佐藤 哲委員） 質疑なしと認めま

す。これをもって質疑を終結いたします。

討論に入ります。

本案に対し、御意見ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（佐藤 哲委員） 意見なしと認め、こ

れをもって討論を終結いたします。

採決いたします。

本案は、原案のとおり決するに御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（佐藤 哲委員） 御異議なしと認めま

す。

よって、本案は原案のとおり可決いたしまし

た。

──────────────────────

◎委員長（佐藤 哲委員） 次に、議案第143号

令和５年度弘前市後期高齢者医療特別会計補正予

算(第２号)を審査に供します。

本案に対する理事者の趣旨説明を求めます。

◎健康こども部長（佐伯 尚幸） 議案第143号

令和５年度弘前市後期高齢者医療特別会計補正予

算(第２号)について御説明申し上げます。

後１ページをお開き願います。

この補正予算は、歳入歳出予算の総額に447万

6000円を追加し、補正後の額を23億73万8000円と

しようとするものであります。

歳出予算から御説明申し上げますので、後７

ページをお開き願います。

１款１項１目一般管理費の447万6000円の追加

は、職員の新陳代謝等に伴う人件費分でありま

す。

次に、歳入予算について御説明申し上げますの

で、後６ページにお戻り願います。

３款１項１目一般会計繰入金の447万6000円

は、歳出予算に対応する歳入予算として、一般会

計からの繰入金を追加するものであります。

説明は以上です。

◎委員長（佐藤 哲委員） 本案に対し、御質疑

ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（佐藤 哲委員） 質疑なしと認め、こ

れをもって質疑を終結いたします。

討論に入ります。

本案に対し、御意見ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（佐藤 哲委員） 意見なしと認め、こ

れをもって討論を終結いたします。

採決いたします。

本案は、原案のとおり決するに御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（佐藤 哲委員） 御異議なしと認めま

す。
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よって、本案は原案のとおり可決いたしまし

た。

──────────────────────

◎委員長（佐藤 哲委員） 次に、議案第144号

令和５年度弘前市介護保険特別会計補正予算(第

５号)を審査に供します。

本案に対する理事者の趣旨説明を求めます。

◎福祉部長（秋元 哲） 議案第144号令和５年

度弘前市介護保険特別会計補正予算(第５号)につ

いて御説明申し上げます。

介１ページを御覧願います。

この補正予算は、歳入歳出予算の総額に946万

1000円を追加し、補正後の額を222億6619万1000

円にしようとするものであります。

歳出予算から御説明申し上げますので、介７

ページを御覧願います。

１款１項総務管理費の946万1000円の追加は、

職員の新陳代謝等の伴う人件費について追加計上

するものであります。

次に、歳入予算について御説明申し上げますの

で、介６ページにお戻り願います。

７款繰入金の946万1000円の追加は、歳出の総

務費に係る一般会計からの繰入金を追加計上する

ものであります。

説明は以上であります。

◎委員長（佐藤 哲委員） 本案に対し、御質疑

ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（佐藤 哲委員） 質疑なしと認め、こ

れをもって質疑を終結いたします。

討論に入ります。

本案に対し、御意見ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（佐藤 哲委員） 意見なしと認め、こ

れをもって討論を終結いたします。

採決いたします。

本案は、原案のとおり決するに御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（佐藤 哲委員） 御異議なしと認めま

す。

よって、本案は原案のとおり可決いたしまし

た。

──────────────────────

◎委員長（佐藤 哲委員） 次に、議案第145号

令和５年度弘前市水道事業会計補正予算(第５号)

を審査に供します。

本案に対する理事者の趣旨説明を求めます。

◎上下水道部長（小野 敦弘） 議案第145号令

和５年度弘前市水道事業会計補正予算(第５号)に

ついて御説明申し上げます。

今回の補正は、職員の新陳代謝に伴う人件費な

どについて補正をしようとするものであります。

水１ページをお開き願います。

第２条、業務の予定量は、主要な建設改良事業

について、人件費に係る額を改めようとするもの

であります。

水１ページから水２ページにかけての第３条、

収益的収入及び支出のうち、収入では、消費税及

び地方消費税還付金など55万1000円を追加し、合

計を42億9403万2000円に改め、支出では、給料、

手当など1632万9000円を追加し、合計を37億6052

万8000円に改めようとするものであります。

第４条、資本的収入及び支出のうち、支出で

は、給料、手当など198万8000円を追加し、合計

を54億7187万3000円に改め、これによる資本的収

入及び支出の収支差引き不足額については、損益

勘定留保資金などにより調整しようとするもので

あります。

第５条は、議会の議決を経なければ流用するこ

とのできない経費の額を、第６条は、他会計から

の補助金の額をそれぞれ改めようとするものであ
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ります。

そのほか、水３ページから水19ページにかけて

は、実施計画などを添付してございますので、御

参照くださいますようお願いいたします。

以上であります。

◎委員長（佐藤 哲委員） 本案に対し、御質疑

ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（佐藤 哲委員） 質疑なしと認め、こ

れをもって質疑を終結いたします。

討論に入ります。

本案に対し、御意見ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（佐藤 哲委員） 意見なしと認め、こ

れをもって討論を終結いたします。

採決いたします。

本案は、原案のとおり決するに御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（佐藤 哲委員） 御異議なしと認めま

す。

よって、本案は原案のとおり可決いたしまし

た。

──────────────────────

◎委員長（佐藤 哲委員） 最後に、議案第

146号令和５年度弘前市下水道事業会計補正予算

(第５号)を審査に供します。

本案に対する理事者の趣旨説明を求めます。

◎上下水道部長（小野 敦弘） 議案第146号令

和５年度弘前市下水道事業会計補正予算(第５号)

について御説明申し上げます。

今回の補正は、職員の新陳代謝に伴い、人件費

について補正をしようとするものであります。

下１ページをお開き願います。

第２条、業務の予定量は、主要な建設改良事業

費について、人件費に係る額を改めようとするも

のであります。

下１ページから下２ページにかけての第３条、

収益的収入及び支出のうち、収入では、一般会計

補助金など32万円を追加し、合計を54億7249万

4000円に改め、支出では、給料、手当など393万

4000円を減額し、合計を53億3629万9000円に改め

ようとするものであります。

第４条、資本的収入及び支出のうち、支出で

は、給料、手当など21万3000円を追加し、合計を

46億8643万3000円に改め、これによる資本的収入

及び支出の収支差引き不足額については、損益勘

定留保資金などにより調整しようとするものであ

ります。

第５条は、議会の議決を経なければ流用するこ

とのできない経費の額を、第６条は、他会計から

の補助金の額をそれぞれ改めようとするものであ

ります。

そのほか、下３ページから下21ページにかけて

は、実施計画などを添付してございますので、御

参照くださいますようお願いいたします。

以上であります。

◎委員長（佐藤 哲委員） 本案に対し、御質疑

ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（佐藤 哲委員） 質疑なしと認め、こ

れをもって質疑を終結いたします。

討論に入ります。

本案に対し、御意見ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（佐藤 哲委員） 意見なしと認め、こ

れをもって討論を終結いたします。

採決いたします。

本案は、原案のとおり決するに御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（佐藤 哲委員） 御異議なしと認めま
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す。

よって、本案は原案のとおり可決いたしまし

た。

──────────────────────

◎委員長（佐藤 哲委員） 以上をもって、本委

員会に付託されました議案の審査は全部終了いた

しました。

よって、会議を閉じ、本委員会を散会いたしま

す。

〔午後 ２時０８分 散会〕


